
 

第 23回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第 

 

日時  令和４年２月 18日（金）１４時～ 

 

Ⅰ．開会 

 

 

Ⅱ．審議・報告事項 

 

１．排水基準達成後の地下水の状況（その２）（報告） 

 

２．追加的浄化対策の実施状況と今後の進め方（その３）（審議） 

（１）注水・揚水井による浄化対策等の状況（HS-㉚） 

（２）揚水井による浄化対策等の状況（HS-⑯） 

（３）HS－Ｄ西における浄化対策の状況 

 

３．遮水機能の解除前後の地下水への影響調査の結果（その１）（報告） 

 

４．豊島処分地における地下水浄化の達成状況に関する評価（意見聴取） 

 

５．令和４年度における環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方針（審議） 

 

Ⅲ.その他 

１．豊島住民会議からの地下水検討会への「環境基準達成の確認方法に関する意見書」に

対する見解（豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会 永田委員長の見解）（報告） 

 

Ⅳ．閉会 
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排水基準達成後の地下水の状況（その２） 

 

１．概要 

第 12回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会（R3.8.19web開催）において、「処分

地全域での地下水における環境基準の到達及び達成の確認マニュアル」（以下、「マニュアル」

という。）が審議・了承された。 

今回、環境基準の到達に向けて実施した地下水計測点⑪㉚㉛Ｄ西-１の水質調査結果につい

て報告する。 

 

２．調査結果 

令和３年 10月から令和４年１月に実施した地下水計測点における水質の調査結果は表１か

ら表５及び図２のとおりである。排水基準の超過は確認されていない。 

なお、11 月から 12 月にかけて実施した集水井の撤去工事に伴い、Ｄ西-１の水位が低下し

ていたため、この期間は欠測とした。 

 

 

 

図１ 環境基準の到達及び達成の確認のための地下水計測点（マニュアルから抜粋） 

 

○水 第 23 回  Ⅱ／１ 

令和４年２月 18 日 

：地下水計測点 

  ：地下水汚染地点 

  ：90ｍ四方のエリア 

B+40,2+30 
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表１ 地下水計測点の水質の調査結果（R3.10月） 

 

（注１）黄色は環境基準超過、橙色は排水基準超過である。 

（注２）単位は観測井水位、採取深度は m、その他は mg/Lである。 

（注３）クロロエチレンは排水基準が定められていないが、暫定的に環境基準値の 10倍の値

を排水基準値として評価した。 

 

 

表２ 地下水計測点の水質の調査結果（R3.11月） 

 

（注１）R3.11月における区画⑪及び㉛の濃度は、資料Ⅱ／４に示す潮汐変動の影響調査結果

の平均値を使用した。 

（注２）表１の注釈は、表２においても同様とする。 

（注３）参考に、R3.11.8に TP-6.0mから採取した地下水の水質は、ベンゼン 0.033mg/L、

1,4-ジオキサン 0.17mg/L、トリクロロエチレン 0.028mg/L、1,2-ジクロロエチレン

0.044mg/L、クロロエチレン 0.010mg/Lであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水計測点 ⑪ ㉚ ㉛ Ｄ西-1

検体採取日 R3.10.25 R3.10.25 R3.10.25 R3.10.25

観測井水位（T.P.) 0.98 0.87 0.81 0.67

採取深度(T.P.) -5.5 -2.5 -4.2 -3.5

ベンゼン 0.064 <0.001 0.013 0.039 0.01 0.1 0.001

1,4-ジオキサン 0.032 0.14 0.33 0.090 0.05 0.5 0.005

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 0.050 0.01 0.1 0.001

1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 0.023 0.04 0.4 0.004

クロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0055 0.002 （0.02） 0.0002

地下水
環境基準

排水基準 検出下限

地下水計測点 ⑪ ㉚ ㉛ Ｄ西-1

検体採取日 R3.11.10 R3.11.8 R3.11.10 R3.11.8

観測井水位（T.P.) -0.42 0.27 0.06 -5.24

採取深度(T.P.) -5.5 -2.5 -4.2

ベンゼン 0.082 <0.001 0.021 0.01 0.1 0.001

1,4-ジオキサン 0.13 0.13 0.22 0.05 0.5 0.005

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1 0.001

1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 0.04 0.4 0.004

クロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 （0.02） 0.0002

地下水
環境基準

排水基準 検出下限

欠
測
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表３ 地下水計測点の水質の調査結果（R3.12月） 

 

（注１）表１の注釈は、表３においても同様とする。 

（注２）参考に、R3.12.6に TP-6.0mから採取した地下水の水質は、ベンゼン 0.050mg/L、

1,4-ジオキサン 0.28mg/L、トリクロロエチレン 0.031mg/L、1,2-ジクロロエチレン

0.048mg/L、クロロエチレン 0.0088mg/Lであった。 

 

 

表４ 地下水計測点の水質の調査結果（R4.1月） 

 

（注１）表１の注釈は、表４においても同様とする。 

 

地下水計測点 ⑪ ㉚ ㉛ Ｄ西-1

検体採取日 R3.12.17 R3.12.6 R3.12.9 R3.12.6

観測井水位（T.P.) -0.06 0.40 -0.12 -5.46

採取深度（T.P.） -5.5 -2.5 -4.2

ベンゼン 0.075 0.001 0.021 0.01 0.1 0.001

1,4-ジオキサン 0.14 0.11 0.18 0.05 0.5 0.005

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1 0.001

1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 0.04 0.4 0.004

クロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 （0.02） 0.0002

欠
測

地下水
環境基準

排水基準 検出下限

地下水計測点 ⑪ ㉚ ㉛ Ｄ西-1

検体採取日 R4.1.5 R4.1.5 R4.1.7 R4.1.5

観測井水位（T.P.) 0.40 0.30 0.08 -1.24

採取深度（T.P.） -5.5 -2.5 -4.2 -3.5

ベンゼン 0.083 0.001 0.017 0.031 0.01 0.1 0.001

1,4-ジオキサン 0.16 0.27 0.30 0.31 0.05 0.5 0.005

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 0.026 0.01 0.1 0.001

1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 0.033 0.04 0.4 0.004

クロロエチレン 0.0002 0.0002 <0.0002 0.0095 0.002 （0.02） 0.0002

地下水
環境基準

排水基準 検出下限
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表５ 地下水計測点の水質の調査結果 

 

 

 

 

観測井⑪ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.7 R2.1.7 R2.2.10 R2.3.26 R2.4.21 R2.5.20 R2.6.15 R2.7.13 R2.8.18 R2.9.15 R2.10.20 R2.11.17 R2.12.15 R3.1.19 R3.2.16 R3.3.4 R3.3.16 R3.4.20 R3.5.6 R3.5.18 R3.6.1 R3.6.15 R3.7.1 R3.7.19 R3.8.17 R3.9.27 R3.10.25 R3.11.10 R3.12.17 R4.1.5
ベンゼン 2.9 2.7 0.51 1.2 1.7 1.0 0.90 0.65 0.75 0.53 0.36 0.15 3.9 2.5 0.068 0.10 0.027 0.021 0.016 0.045 0.030 0.031 0.059 0.10 0.059 0.003 0.028 ND 0.064 0.082 0.075 0.083
1,4-ジオキサン 0.17 0.18 0.22 0.20 0.18 0.27 0.20 0.19 0.24 0.20 0.26 0.25 0.59 0.62 0.071 0.41 0.26 0.22 0.10 0.085 0.100 0.10 0.18 0.16 0.12 0.020 0.032 0.018 0.032 0.13 0.14 0.16
トリクロロエチレン 0.002 0.002 ND 0.001 0.001 ND 0.001 ND ND 0.001 0.001 ND ND 0.002 0.006 ND 0.001 ND ND ND 0.007 ND ND 0.002 ND ND ND ND ND ND ND ND
1,2-ジクロロエチレン 0.009 0.007 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.022 0.024 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
クロロエチレン 0.0006 ND ND 0.0012 0.0015 0.0010 ND ND ND ND ND ND 0.013 0.0025 0.0004 0.0003 ND 0.0002 0.0004 0.001 0.0011 0.0012 0.0005 0.0002 0.0009 ND 0.0003 ND ND ND ND 0.0002
観測井水位（T.P.) -0.64 -0.02 -1.94 -0.71 0.03 0.09 0.53 -0.04 0.66 0.76 0.63 0.46 -0.78 -0.80 -1.71 -1.04 -0.45 -1.66 -0.64 -3.43 -3.29 -3.13 -3.18 -3.41 -2.72 -2.47 -2.46 0.85 0.98 -0.42 -0.06 0.40

観測井㉚ R2.11.27 R2.12.14 R3.1.20 R3.2.17 R3.3.5 R3.3.17 R3.4.7 R3.4.21 R3.5.7 R3.5.19 R3.6.2 R3.6.16 R3.7.1 R3.7.14 R3.8.17 R3.9.27 R3.10.25 R3.11.8 R3.12.6 R4.1.5
ベンゼン 0.004 0.003 0.002 0.005 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.003 0.001 0.001 ND 0.003 ND ND ND ND 0.001 0.001
1,4-ジオキサン 0.21 0.23 0.21 0.42 0.28 0.20 0.18 0.12 0.23 0.16 0.28 0.16 0.18 0.26 0.11 0.16 0.14 0.13 0.11 0.27
トリクロロエチレン 0.004 0.002 0.001 ND 0.007 ND ND ND ND 0.001 ND 0.004 ND ND ND ND ND ND ND ND
1,2-ジクロロエチレン 0.009 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
クロロエチレン 0.0003 ND ND ND ND 0.0002 ND ND ND ND ND ND ND 0.0002 ND ND ND ND ND 0.0002
観測井水位（T.P.) － -0.62 -0.79 -0.45 -0.85 -0.88 -1.10 -1.39 -1.52 -0.67 -0.70 -0.65 -0.85 -1.21 -0.33 1.05 0.87 0.27 0.40 0.30

観測井㉛ R1.5.15 R1.7.9 R1.11.7 R2.1.10 R2.2.13 R2.3.24 R2.4.20 R2.5.18 R2.6.16 R2.7.14 R2.8.19 R2.9.16 R2.10.22 R2.11.18 R2.12.16 R3.1.20 R3.2.17 R3.3.17 R3.4.7 R3.4.22 R3.5.20 R3.6.17 R3.7.15 R3.8.17 R3.9.27 R3.10.25 R3.11.10 R3.12.9 R4.1.7
ベンゼン 0.72 0.72 0.59 0.53 0.43 0.31 0.27 0.25 0.27 0.089 0.018 0.032 0.050 0.10 0.028 0.002 0.027 0.018 0.028 0.080 0.018 0.040 0.084 0.065 0.012 0.013 0.021 0.021 0.017
1,4-ジオキサン 0.44 0.43 0.46 0.28 0.25 0.27 0.29 0.33 0.35 0.26 0.23 0.27 0.27 0.28 0.15 0.24 0.24 0.23 0.25 0.26 0.30 0.23 0.37 0.24 0.28 0.33 0.22 0.18 0.30
トリクロロエチレン ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.004 0.001 0.003 ND ND ND ND 0.002 ND ND ND ND ND ND ND
1,2-ジクロロエチレン ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
クロロエチレン ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
観測井水位（T.P.) -0.32 -0.24 -1.27 0.29 0.38 -0.07 0.86 0.45 -0.05 0.57 0.48 0.45 -0.25 -0.42 -0.37 -0.59 -0.14 -0.22 0.01 -1.27 -0.49 -0.65 -1.28 -1.08 0.56 0.81 0.06 -0.12 0.08

観測井Ｄ西-1 R2.11.27 R2.12.14 R3.1.21 R3.2.18 R3.3.5 R3.3.18 R3.4.7 R3.4.21 R3.5.11 R3.5.19 R3.6.2 R3.6.16 R3.7.2 R3.7.14 R3.8.17 R3.9.27 R3.10.25 R3.11.8 R3.12.6 R4.1.5
ベンゼン 0.025 0.027 0.028 0.006 0.009 0.006 0.005 0.016 0.054 0.003 0.002 0.001 0.030 0.006 0.006 0.044 0.039 0.031
1,4-ジオキサン 0.030 0.039 0.40 0.048 0.027 0.030 0.078 0.079 0.072 0.24 0.21 0.17 0.16 0.15 0.088 0.10 0.090 0.31
トリクロロエチレン 0.033 0.014 0.005 0.011 0.11 0.029 0.021 0.039 0.14 0.028 ND 0.006 0.088 0.006 0.011 0.072 0.050 0.026
1,2-ジクロロエチレン 0.11 0.057 0.064 0.015 0.043 0.011 0.005 0.035 0.052 ND ND ND 0.011 ND 0.004 0.040 0.023 0.033
クロロエチレン 0.0096 0.014 0.030 0.001 0.003 0.002 0.001 0.008 0.005 0.001 ND ND 0.002 0.000 0.001 0.0048 0.0055 0.0095
観測井水位（T.P.) － -0.75 -0.99 -0.72 -1.53 -0.91 -0.68 -1.95 -1.45 -0.92 -0.59 -0.99 -1.19 -1.21 -0.07 0.66 0.67 -5.24 -5.46 -1.24

凡例 定量下限値 環境基準 排水基準
ベンゼン 0.001 0.01 0.1
1,4-ジオキサン 0.005 0.05 0.5
トリクロロエチレン 0.001 0.01 0.1
1,2-ジクロロエチレン 0.004 0.04 0.4
クロロエチレン 0.0002 0.002 （0.02）
観測井水位（T.P.) ― ― ―

（注１）黄色は環境基準超過、橙色は排水基準超過である。
（注２）単位について、観測井水位（T.P.)はm、その他はmg/Lである。
（注３）クロロエチレンは排水基準が定められていないが、暫定的に環境基準値の10倍の値を排水基準値として評価した。

欠
測

欠
測

排水基準の達成 
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観測井⑪ 観測井㉚ 観測井㉛ 観測井Ｄ西-1 

 

 

図２ 地下水計測点における汚染物質濃度の推移（観測井⑪㉚㉛Ｄ西-1） 
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クロロエチレン ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの環境基準

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの環境基準 ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの環境基準

排水基準の達成 排水基準の達成 排水基準の達成 排水基準の達成 



1 

 

 

 

注水・揚水井による浄化対策等の状況（HS-㉚） 

 

１．概要 

HS-㉚については、深部の粘土質砂層等が 1,4-ジオキサンを高濃度に含む地下水の移動経路に

なっている可能性が高いことから、深部のみにスクリーン（有孔管）を設けた注水・揚水井㉕-4、

7、8及びオールスクリーンの揚水井㉕-5等から注水浄化を実施している。 

今回、注水の実施状況や周辺の観測井における水質モニタリング結果等について報告する。 

 

２．注水・揚水井による浄化対策等の実施状況 

（１）実施地点 

  区画㉕内において注水・揚水井㉕-4、7、8、揚水井㉕-5、井戸側１箇所及び釜場２箇所からの

注水を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 注水・揚水井による浄化対策等の状況 

  

○水 第 23 回 Ⅱ／２－１ 

令 和 ４ 年 ２ 月 1 8 日 
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（２）注水・揚水浄化の実施状況 

注水・揚水井㉕-4、7、8、揚水井㉕-5、井戸側及び釜場からの注水等の実施状況を表１に示す。 

なお、令和３年 11月からは表１に示す全ての地点で注水を実施しており、概ね 10㎥／日、地

下に注入されていると考えられる。 

表１ 区画㉕内の注水・揚水の実施状況 

 

 

（３）周辺の観測井における水質モニタリング結果 

第 22回地下水検討会（R3.10.28 Web開催）において、注水による周辺への影響は少ないと考

えられるものの、念のため周辺の観測井㉔㉙㉚の水質を確認するようにコメントがあったことを

踏まえ、水質モニタリングを実施した結果を表２に示す。 

なお、注水・揚水井㉕-4、7、8 及び揚水井㉕-5 からの注水は令和３年 11 月 16 日から実施し

ている。 

表２ 周辺の観測井㉔㉙㉚における水質モニタリング結果 

 

 

３．今後の予定 

区画㉕内において注水・揚水井㉕-4、7、8、揚水井㉕-5、井戸側及び釜場からの注水を継続し

て実施する。また、注水の状況等を確認しながら、状況に応じて、揚水井等からの揚水浄化や土

壌掘削による釜場の拡張を検討して実施することとする。 

 

地点 揚水期間 注水期間

㉕-4 R2.12～R3.8 R3.11～

㉕-7 R2.12～R3.4、R3.7～R3.8 R3.4～R3.6、R3.11～

㉕-8 R2.12～R3.1、R3.3～R3.8 R3.1～R3.3、R3.11～

㉕-5（参考） R1.10～R3.8 R3.11～

井戸側 － R3.3～

釜場 － R3.5～

R3.11.8 R3.12.6 R4.1.5

㉔ - 0.072 -

㉙ - 0.10 -

㉚ 0.13 0.11 0.27

※1　薄橙色が環境基準値超過である。

観測井
1,4-ジオキサン濃度（mg/L） 排水

基準値

0.5
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揚水井による浄化対策等の状況（HS-⑯） 

 

１．概要 

HS-⑯における追加的浄化対策として、区画⑪⑯の南側に浸透池を設置して、浸透池に深

部のみにスクリーンを設けた揚水井からの揚水を浸透させる揚水浄化を実施している。 

今回、揚水井及び浸透池の水質モニタリング結果や浸透池の浸透状況について報告する。 

 

２．揚水浄化等の実施状況 

  高度排水処理施設等への導水停止に伴い、揚水井からの揚水浄化を停止していたが、浸

透池の設置が完了したことから、令和３年 10 月 25 日から揚水井からの揚水浄化を再開し

ている。HS-⑯の揚水井、観測井及び浸透池の配置図を図１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 揚水井、観測井及び浸透池の配置図

○水第 23 回 Ⅱ／２－２ 

令 和 ４ 年 ２ 月 1 8 日 
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３．揚水井の水質調査結果 

  令和３年 10月 25日から揚水等の水質を確認しながら、揚水井からの揚水浄化を再開している。揚水井⑪-5及び⑯-3、5、6、9の水質調査

結果を表１に示す。 

表１ 揚水井の水質調査結果 

 

R2.12.14 R3.8.23 R3.9.21 R3.10.25 R3.10.28 R3.11.1 R3.11.4 R3.11.8 R3.11.15 R3.11.18 R3.11.22 R3.12.2 R3.12.6 R3.12.9 R3.12.13 R3.12.16 R4.1.20 R4.1.24 R4.1.27 R4.1.31 R4.2.3

ベンゼン 1.0 0.11 0.18 0.34 0.22 0.23 － － 0.25 － － － － － － － 0.19 0.17 0.13 0.33 0.32 0.1

1,4-ジオキサン 0.54 0.30 0.10 0.31 0.33 0.41 － － 0.31 － － － － － － － 0.28 0.28 0.21 0.24 0.26 0.5

R2.12.15 R3.8.23 R3.9.21 R3.10.25 R3.10.28 R3.11.1 R3.11.4 R3.11.8 R3.11.15 R3.11.18 R3.11.22 R3.12.2 R3.12.6 R3.12.9 R3.12.13 R3.12.16 R4.1.20 R4.1.24 R4.1.27 R4.1.31 R4.2.3

ベンゼン 0.37 0.12 0.12 － － 0.73 0.16 0.18 0.20 － － － － － － － 0.35 0.36 0.31 0.41 <0.001 0.1

1,4-ジオキサン 0.79 0.54 0.44 － － 0.34 0.50 0.64 0.64 － － － － － － － 0.65 0.62 0.39 0.23 0.26 0.5

R3.2.24 R3.8.23 R3.9.21 R3.10.25 R3.10.28 R3.11.1 R3.11.4 R3.11.8 R3.11.15 R3.11.18 R3.11.22 R3.12.2 R3.12.6 R3.12.9 R3.12.13 R3.12.16 R4.1.20 R4.1.24 R4.1.27 R4.1.31 R4.2.3

ベンゼン 0.010 0.17 0.15 － － － － － － － － 0.10 0.23 0.26 － － 0.21 0.11 0.099 0.086 0.11 0.1

1,4-ジオキサン 0.83 0.66 0.61 － － － － － － － － 0.69 0.53 0.60 － － 0.45 0.30 0.18 0.50 0.60 0.5

R3.3.1 R3.8.23 R3.9.21 R3.10.25 R3.10.28 R3.11.1 R3.11.4 R3.11.8 R3.11.15 R3.11.18 R3.11.22 R3.12.2 R3.12.6 R3.12.9 R3.12.13 R3.12.16 R4.1.20 R4.1.24 R4.1.27 R4.1.31 R4.2.3

ベンゼン 0.84 0.12 0.25 － － － － － 0.73 0.37 0.27 － － － － － 0.90 0.87 1.2 0.42 0.43 0.1

1,4-ジオキサン 0.55 0.49 0.19 － － － － － 0.37 0.50 0.44 － － － － － 0.30 0.39 0.24 0.31 0.39 0.5

R3.3.1 R3.8.23 R3.9.21 R3.10.25 R3.10.28 R3.11.1 R3.11.4 R3.11.8 R3.11.15 R3.11.18 R3.11.22 R3.12.2 R3.12.6 R3.12.9 R3.12.13 R3.12.16 R4.1.20 R4.1.24 R4.1.27 R4.1.31 R4.2.3

ベンゼン 0.46 0.18 0.18 － － － － － － － － － － 0.46 0.20 0.22 0.34 0.33 0.29 0.45 0.43 0.1

1,4-ジオキサン 0.42 0.50 0.47 － － － － － － － － － － 0.22 0.39 0.36 0.25 0.24 0.20 0.21 0.25 0.5

※1 薄橙色が環境基準値超過、橙色が排水基準値超過である。

※2 単位はmg/Lである。

項目
揚水井⑯-9 排水

基準値

項目
揚水井⑯-3 排水

基準値

項目
揚水井⑯-6 排水

基準値

項目
揚水井⑪-5（揚水井⑪） 排水

基準値

項目
揚水井⑯-5（揚水井⑯） 排水

基準値
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４．揚水井の揚水期間及び揚水量 

揚水井からの揚水を実施した期間及び揚水量を表２に示す。 

表２ 揚水井の揚水期間及び揚水量 

 

 

５．浸透池の水質調査結果及び浸透量 

揚水井からの揚水を浸透させている浸透池の水質調査結果を表３、浸透池への浸透量の

調査結果を表４に示す。浸透池の貯留水のベンゼン濃度は、環境基準未満で推移しており、

揚水によるベンゼンの除去効果が確認された。 

なお、個別に稼働させた場合の揚水量の最大値は、揚水井⑪-5及び⑯-3、6、9はそれぞ

れ概ね 80㎥/日、揚水井⑯-5は概ね 20㎥/日であった。また、浸透池からの浸透量は概ね

30㎥/日であった。 

表３ 浸透池の水質調査結果 

 

表４ 浸透池への浸透量の調査結果 

  

揚水井 揚水期間 揚水量（㎥）

R3.10.25～11.1 458
R3.11.8～11.15 185
R4.1.5～1.14 168

R3.11.1～11.15 373
R4.1.5～1.18 187
R4.1.20～1.27 156

⑯-3 R3.12.2～12.9 447
R3.11.15～11.24 524
R4.1.13～1.14 19
R4.1.27～2.3 203

⑯-9 R3.12.9～12.16 269

⑪-5

⑯-5

⑯-6

R3.11.1 R3.11.15 R3.11.29 R3.12.13 R3.12.20 R4.1.11 R4.1.24

ベンゼン 0.001 0.007 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.1

1,4-ジオキサン 0.22 0.26 0.30 0.36 0.32 0.33 0.29 0.5

※1 薄橙色が環境基準値超過である。

※2 単位はmg/Lである。

浸透池 排水
基準値

項目

R3.11.1 R3.11.15 R3.11.29 R3.12.13 R3.12.20

浸透池への送水量（Ａ） 463m3 1030m3 1541m3 2165m3 2257m3

浸透池の貯留量（Ｂ） 507m3 722m3 754m3 960m3 867m3

浸透池への浸透量（Ａ－Ｂ） -44m3 308m3 787m3 1205m3 1390m3

項目
浸透池

※2 浸透池への浸透量は、浸透池への送水量と浸透池の貯留量の差から算出し、湧出した地下水や雨水
は考慮していない。

※1 浸透池への送水量は、R3.10.25からの累計、浸透池の貯留量は、その日の貯留量である。
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６．今後の予定 

引き続き、揚水井からの揚水を浸透させる浸透池を活用した揚水浄化を実施していく。

なお、浸透池への浸透状況や揚水の水質等を確認しながら、適宜、揚水箇所や揚水量を変

更していく。 
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○水 第 23 回Ⅱ／２－３ 

令 和 ４ 年 ２ 月 18 日 

 

HS-D西における浄化対策の状況 

 

１．概要 

第 22回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会（以下、「地下水検討会」とする。）におい

て、「HS-D 西における浄化対策の状況」（○水 22 回 Ⅱ／３－３）を報告し、HS-D 西について

は、注入トレンチの拡張を行い、観測井戸等における水質モニタリングを実施中である。な

お、集水井の撤去工事に伴い、集水井からの揚水を実施しているが、令和３年 12 月 25 日

から令和４年２月 13日までは揚水を停止した。 

今回は、第 22回地下水検討会での報告後の実施状況及び水質モニタリング結果等につい

て報告する。 

 

２．対象区画及び各区画の実施状況 

（１）対象区画 

  これまでの結果を踏まえ、B+30,2+30、B+40,2+40、B+40,3、C,2+40及び C,3を浄化対

策の対象区画とした。対象区画を図１に示す。 

 

 

図１ HS-D西における浄化対策の対象区画 

 

B+30,2+10 B+40,2+10 C,2+10 C+10,2+10 C+20,2+10

B+30,2+20 B+40,2+20 C,2+20 C+10,2+20 C+20,2+20

B+30,2+30 B+40,2+30 C,2+30 C+10,2+30 C+20,2+30

B+30,2+40 B+40,2+40 C,2+40 C+10,2+40 C+20,2+40

B+40,3 C,3

【Ｄ測線西側】

浄化対策の 

対象区画 
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（２）実施状況 

 【過硫酸ナトリウム（10%溶液）の井戸注入】 

これまで実施してきた「過硫酸ナトリウムの注入実績」、継続的に実施している水質モ

ニタリングによる「トリクロロエチレン及びその分解生成物の濃度の推移」及び「pH等の

推移」を基に追加注入が必要な地点に過硫酸ナトリウムを注入してきた。注入実績を表

１、注入地点を図２に示す。なお、第 22回地下水検討会での報告後においては、井戸注

入は実施していない。 

 

表１ 10％過硫酸ナトリウム（SPS）溶液の注入実績

 

  

地点 注入量 地点 注入量

400L 400L

400L 400L

400L 400L

400L －

400L 400L

800L 800L

400L 400L

800L 800L

－ 800L

400L 400L

800L 800L

800L 800L

400L 400L

800L 800L

400L 400L

800L 800L

400L 400L

800L 800L

800L 400L

800L 800L

－ 800L

400L

800L

800L

800L

800L

800L

800L

800L

B+30,2+30 B+40,2+40 C,2+40 C,3

A-3 A-4

－ 5回目：R3.10.21

2回目：R3.7.19

7回目：R3.9.29

2回目：R3.7.20

4回目：R3.8.4

1回目：R3.6.10

2回目：R3.7.19-7.20

2回目：R3.7.21

2回目：R3.7.21

5回目：R3.10.7-10.8

C-4

C-8

2回目：R3.7.19-7.20

2回目：R3.7.20-7.21

2回目：R3.7.20

3回目：R3.9.16 3回目：R3.8.18

A-1 A-2

B-2 C-1
2回目：R3.8.3

2回目：R3.8.3

2回目：R3.7.15

1回目：R3.6.11

1回目：R3.6.15

C-3

C-7

1回目：R3.6.9

1回目：R3.6.9

2回目：R3.7.19

3回目：R3.8.17

4回目：R3.10.6

3回目：R3.8.25

D-5

3回目：R3.7.28

5回目：R3.8.18

8回目：R3.10.18

B-4

C-5

－

注入日

1回目：R3.6.2

1回目：R3.6.7-6.8

1回目：R3.6.14

1回目：R3.6.18

注入日

1回目：R3.6.2

1回目：R3.6.3-6.8

1回目：R3.6.11

1回目：R3.6.18

－

2回目：R3.8.3

2回目：R3.7.16

3回目：R3.8.17

4回目：R3.9.27 4回目：R3.9.28

3回目：R3.8.25

1回目：R3.6.11

C-2

1回目：R3.6.10

4回目：R3.9.16

6回目：R3.9.11

C-6
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表１ 10％過硫酸ナトリウム（SPS）溶液の注入実績（続き） 

 

 

【過硫酸ナトリウム（5%溶液）のトレンチ注入】 

 浄化を促進するため、上流側の B+40,3の南側及び西側に注入トレンチを設置して、過硫

酸ナトリウム溶液の注入を実施した。注入実績を表２、注入地点を図２に示す。なお、第

21回地下水検討会での報告後においては、トレンチ注入は実施していない。 

 

地点 注入量 地点 注入量

400L 400L

800L 800L

800L 800L

800L 2,200L

800L 800L

800L 800L

－ 800L

－ 800L

400L 400L

800L 800L

800L 800L

800L 800L

800L 800L

800L 800L

－ 800L

400L 400L

800L 800L

800L 800L

－ 800L

－ 800L

400L 400L

800L 800L

800L 800L

800L 800L

800L －

800L －

800L －

400L 400L

800L 400L

800L 800L

－ 800L

－ 800L

－ 800L

800L

－ 800L

400L

800L 2回目：R3.7.20

800L 3回目：R3.9.15

800L

B+40,3 C,3+10

D-1

－

D-2

8回目：R3.10.22

D-8

6回目：R3.9.30

3回目：R3.7.27

6回目：R3.9.11

5回目：R3.8.26

4回目：R3.8.11 4回目：R3.8.6

1回目：R3.6.15

2回目：R3.7.15

1回目：R3.6.18

7回目：R3.9.29

2回目：R3.7.16

1回目：R3.6.11

－
D-10

E-2

6回目：R3.9.14

7回目：R3.10.25

1回目：R3.7.5-7.6

D-9

D-7

5回目：R3.9.27

7回目：R3.10.25

2回目：R3.7.14

2回目：R3.7.15

3回目：R3.7.26

1回目：R3.6.1

5回目：R3.9.13 －

4回目：R3.9.28-30

1回目：R3.7.5

－

3回目：R3.8.24

2回目：R3.7.15-7.16

2回目：R3.7.15

3回目：R3.7.26

1回目：R3.7.5

－

2回目：R3.6.21

4回目：R3.10.28

1回目：R3.6.18

3回目：R3.9.13

－

－

4回目：R3.8.11

注入日

3回目：R3.7.26

1回目：R3.6.18

3回目：R3.7.27

7回目：R3.10.1

6回目：R3.9.14

5回目：R3.8.26

6回目：R3.9.28

注入日

2回目：R3.7.19

2回目：R3.7.16

6回目：R3.9.30

5回目：R3.9.11 5回目：R3.8.17

5回目：R3.8.24

3回目：R3.7.28

D-3 D-4

－

－

D-6

1回目：R3.7.5

2回目：R3.7.14

－

－

E-1

8回目：R3.10.28

4回目：R3.8.3－

3回目：R3.7.16

3回目：R3.7.26

4回目：R3.8.23

4回目：R3.8.23

4回目：R3.8.4

1回目：R3.7.5



4 

南側トレンチ

西側トレンチ釜場/D測線西

B+30,2+30 B+40,2+30

C,3+10

B+40,2+40 C,2+40

B+40,3 C,3

B-3

（観測井B+40,2+40）

A-3

B-1

(観測井B+30,2+30)

B-5

（観測井C,2+40）

B-6

（観測井C,3）

地下水計測点

B+40,2+30

B-7

(観測井B+40,2+30）

B-4

C-2

A-4

D-1

D-3

D-2 D-4

D-5

C-5

C-6

E-1

E-2

A-2

A-1

C-3 C-4

C-7

C-8

B-2

D-6 D-7

D-8 D-9

D-10

C-1

2,000

1
0
,5

0
0

1
,5

0
0

3
,0

0
0

2,000

1
0
,5

0
0

1
,5

0
0

3
,0

0
0

表２ 5％過硫酸ナトリウム（SPS）溶液のトレンチ注入実績

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 過硫酸ナトリウム溶液の注入を実施している井戸の位置図 

地点 注入量 注入日

南側トレンチ 5,000L R3.7.12

西側トレンチ 10,000L R3.7.13

〇：過硫酸ナトリウム溶液注入井戸 
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【注入トレンチの拡張】 

注入トレンチの拡張は、令和３年 11月４日から 12月２日にかけて最も深い場所で T.P.-

7.0mまで実施した（図３）。掘削時の土壌を採取し、簡易溶出量試験を実施した結果を表３

に示す。土壌溶出量基準を超過するトリクロロエチレンが確認された箇所等については、可

能な限り注入トレンチの拡張を行った。 

 

 

 

 

図３ 拡張した注入トレンチの範囲 

 

 

B+30,2+30 B+40,2+30

B+40,2+40 C,2+40

B+40,3 C,3

C,3+10

B-1

B-5

B-6

香川県基準井戸

A-4

D-2（埋没）

D-5

C-5

C-6

E-1

E-2

A-2A-1

C-3 C-4

C-7

C-8

B-2

D-7

D-8 D-9（埋没）

D-10

C-1

スロープ

スロープ

T.P.+1.5m

A-3

D-1 D-3

D-4D-6

T.P.+1.5m

T.P.+1.0m

T.P.+1.0m

T.P.±0.0m

T.P.±0.0m

T.P.-3.0m

T.P.-3.0m

T.P.-7.0m

T.P.-5.0m

B-7

B-3

B-4

C-2

T.P.-3.0m

拡張範囲

採取場所（表 3参照） 

●：4箇所 

 Ⅰ D-6、T.P.-0.5m付近 

 Ⅱ トレンチ釜場跡（西）、T.P.-2.0m 

 Ⅲ D-2北 T.P.-3.5m、 

   風化花崗岩層隙間の粘土 

 Ⅳ D-2北 T.P.-6.5m 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ Ⅳ 

採取場所（表 5参照） 

●：3箇所 

 Ⅴ 注入トレンチ（T.P.-0.5m付近） 

 Ⅵ 注入トレンチ（T.P.-3.0m付近） 

 Ⅶ 注入トレンチ（T.P.-6.0m付近） 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 
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表３ 掘削面における簡易溶出量試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 注入トレンチの拡張（R3.11.15）    写真２ 注入トレンチの拡張（R3.11.30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 注入トレンチの拡張（R3.12.2）  写真４ 拡張後の注入トレンチ（R3.12.2） 

 

３．地下水浄化対策の実施結果 

（１）地下水中の濃度の推移 

  地下水中のベンゼン及びトリクロロエチレン濃度の推移を図４、1,2-ジクロロエチレン

及びクロロエチレン濃度の推移を図５に示す。 

 

ベンゼン
トリクロロ
エチレン

1,2-ジクロロ

エチレン
クロロ
エチレン

D-6  T.P.-0.5m付近 11/9 4.5 0.31 0.045 <0.001

トレンチ釜場跡（西）
 T.P.-2.0m

11/10 0.002 0.014 <0.001 <0.001

D-2北 T.P.-3.5m

風花崗岩層隙間の粘土
11/11 0.039 5.0 0.055 0.007

D-2北 T.P.-6.5m 11/30 <0.001 0.011 <0.001 <0.001

簡易溶出試験(mg/L)

採取場所 採取日時
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図４ 地下水中のベンゼン及びトリクロロエチレン濃度の推移（簡易法） 
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 図５ 地下水中の 1,2-ジクロロエチレン及びクロロエチレン濃度の推移（簡易法）
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（２）水質モニタリング結果 

観測井における水質モニタリング結果（公定法）を表４に示す。 
 

表４ 観測井における水質モニタリングリング結果（公定法） 

 
※１ 単位は mg/Lである。 
※２ 赤色が排水基準値の 10 倍超過、橙色が排水基準値超過、薄橙色が環境基準値超過、水色が環境基準適合である。 
※３ クロロエチレンについては排水基準が定められていないため、暫定的に環境基準値の 10倍の値を排水基準値として評価した。 

注水 注水・揚水 注水・揚水
+化学処理

2021/1/19 2021/1/28 2021/2/4 2021/2/11 2021/2/18 2021/2/25 2021/3/4 2021/3/11 2021/3/18 2021/3/25 2021/4/1 2021/4/8 2021/4/17 2021/4/22 2021/4/30 2021/5/7 2021/5/13 2021/5/21 2021/5/28 2021/6/11

ベンゼン 4.7 0.10 0.014 0.013 0.008 0.013 0.008 0.006 0.014 0.11 0.13 0.089 0.089 0.030 0.038 0.067 0.092 0.086 0.096 0.10 0.050

トリクロロエチレン 0.29 1.2 0.037 0.018 0.048 0.030 0.014 0.012 0.015 0.039 0.040 0.049 0.079 0.051 0.060 0.045 0.043 0.059 0.025 0.085 0.019

1,2-ジクロロエチレン 0.75 0.43 0.008 0.004 0.004 0.003 0.001 0.001 0.003 0.012 0.013 0.012 0.024 0.009 0.013 0.008 0.011 0.014 0.006 0.009 0.003

クロロエチレン 0.17 0.032 0.0014 0.0013 <0.0002 0.0015 0.0004 0.0003 0.0010 0.0080 0.0070 0.0028 0.0025 0.0017 0.0013 0.0060 0.0014 0.0010 0.0010 0.0006 <0.0002

1,4－ジオキサン 0.64 0.055 0.033 0.055 0.019 0.030 0.020 0.042 0.046 0.035 0.052 0.037 0.036 0.033 0.061 0.043 0.036 0.041 0.092 0.059 0.050

ベンゼン 10 0.072 0.088 0.16 0.10 0.071 0.13 0.023 0.085 0.049 0.005 0.001 0.009 0.001 0.009 0.008 0.005 0.063 0.019 0.034 <0.001

トリクロロエチレン 0.18 0.12 0.17 0.36 0.41 0.096 0.094 0.29 0.21 1.0 0.075 0.013 0.28 0.019 0.12 0.53 0.59 1.0 0.26 0.14 0.001

1,2-ジクロロエチレン 0.14 0.14 0.073 0.11 0.13 0.025 0.038 0.065 0.026 0.049 0.004 <0.001 0.011 <0.001 0.013 0.025 0.028 0.050 0.016 0.016 <0.001

クロロエチレン 0.18 0.062 0.029 0.045 0.049 0.0039 0.0092 0.0011 0.0038 0.012 0.0011 <0.0002 0.0039 <0.0002 0.0035 0.0038 0.0058 0.0013 0.0025 0.0026 <0.0002

1,4－ジオキサン 7.9 0.072 0.065 0.063 0.060 0.042 0.055 0.067 0.066 0.041 0.074 0.051 0.039 0.066 0.064 0.088 0.085 0.14 0.18 0.11 0.20

ベンゼン 0.84 0.11 0.10 0.046 0.091 0.063 0.068 0.058 0.065 0.035 0.023 0.001 0.003 0.046 0.044 0.007 0.007 0.008 <0.001 <0.001 <0.001

トリクロロエチレン 1.3 0.048 0.042 0.028 0.024 0.014 0.070 0.046 0.15 0.21 0.16 0.064 0.069 0.25 0.53 0.014 0.011 0.004 0.003 <0.001 0.001

1,2-ジクロロエチレン 8.9 0.11 0.051 0.027 0.025 0.014 0.035 0.028 0.065 0.064 0.042 0.011 0.023 0.041 0.13 0.002 0.002 0.001 0.002 <0.001 <0.001

クロロエチレン 1.2 0.12 0.063 0.055 0.053 0.036 0.049 0.030 0.018 0.018 0.014 0.0019 0.0034 0.015 0.025 0.0007 0.0006 0.0014 0.0002 <0.0002 <0.0002

1,4－ジオキサン 0.84 0.11 0.13 0.10 0.10 0.12 0.17 0.23 0.15 0.13 0.10 0.11 0.10 0.16 0.13 0.073 0.10 0.14 0.30 0.044 0.14

ベンゼン 0.15 0.033 0.015 0.007 0.022 0.019 0.041 0.034 0.018 0.017 0.010 0.003 0.003 <0.001 0.010 0.027 0.007 0.009 0.010 0.019 <0.001

トリクロロエチレン 0.28 0.45 0.016 0.004 0.21 0.038 0.22 0.42 0.083 0.12 0.15 0.37 0.24 0.027 0.43 3.6 1.6 2.4 0.31 0.29 0.079

1,2-ジクロロエチレン 0.090 0.43 0.027 0.008 0.079 0.026 0.12 0.22 0.029 0.036 0.056 0.049 0.052 0.007 0.20 0.27 0.12 0.24 0.076 0.062 0.014

クロロエチレン 0.020 0.41 0.049 0.046 0.11 0.073 0.10 0.073 0.015 0.013 0.025 0.019 0.011 0.0013 0.027 0.021 0.013 0.022 0.010 0.010 <0.0002

2021/6/18 2021/6/25 2021/7/2 2021/7/9 2021/7/21 2021/7/30 2021/8/6 2021/8/25 2021/9/15 2021/9/24 2021/10/19 2021/12/6 2021/12/24 2022/1/31

ベンゼン 4.7 0.10 0.005 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.027 0.014 0.037 0.014 0.004

トリクロロエチレン 0.29 0.14 <0.001 0.003 0.001 0.006 0.002 0.009 0.006 <0.001 0.001 <0.001 0.087 0.017 0.010

1,2-ジクロロエチレン 0.75 0.009 <0.001 <0.004 <0.004 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.021 0.001 0.002

クロロエチレン 0.17 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0035 0.0001 <0.0002

1,4－ジオキサン 0.64 0.029 0.13 0.18 0.15 0.15 0.13 0.12 0.10 0.19 0.068 0.10 0.031 <0.005 <0.005

ベンゼン 10 0.14 0.062 0.001 0.005 0.010 <0.001 <0.001 0.063 <0.001 0.007 0.023 0.029 0.004 0.033

トリクロロエチレン 0.18 0.48 0.14 0.004 0.015 0.022 0.001 0.013 0.098 <0.001 0.016 0.011 0.061 0.007 0.023

1,2-ジクロロエチレン 0.14 0.039 0.010 <0.004 <0.004 0.002 <0.001 <0.001 0.007 <0.001 <0.001 0.005 0.030 0.003 0.012

クロロエチレン 0.18 0.0047 0.0019 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0007 0.0082 0.0019 0.0094

1,4－ジオキサン 7.9 0.089 0.095 0.17 0.14 0.11 0.14 0.12 0.086 0.19 0.053 0.075 0.16 0.10 0.28

ベンゼン 0.84 0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.015 0.005 0.005 0.016

トリクロロエチレン 1.3 0.001 0.004 0.002 <0.001 0.006 0.001 0.015 0.003 <0.001 0.001 0.036 0.007 0.006 0.014

1,2-ジクロロエチレン 8.9 <0.001 <0.001 <0.004 <0.004 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 0.002 0.002 0.010

クロロエチレン 1.2 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0006 0.0009 0.0092

1,4－ジオキサン 0.84 0.13 0.15 0.18 0.14 0.15 0.13 0.12 0.11 0.20 0.14 0.066 0.11 0.095 0.26

ベンゼン 0.15 0.014 0.030 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 0.007 0.005 0.001 0.003 0.004

トリクロロエチレン 0.28 0.92 1.4 0.004 0.001 0.013 0.002 0.040 0.055 0.044 0.063 0.098 0.004 0.004 0.003

1,2-ジクロロエチレン 0.090 0.16 0.26 <0.004 <0.004 0.001 <0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.022 0.003 <0.001 0.006

クロロエチレン 0.020 0.012 0.019 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0004 0.0005 0.0002 0.0012

一部掘削過硫酸ナトリウムによる化学処理深度別調査
最大値

(2016～2017)

水質モニタリング

B+30,2+30

B+40,2+40

C,2+40

採水日
深度別調査
最大値

(2016～2017)

揚水を併用した化学処理

採水日

B+30,2+30

B+40,2+40

C,3

C,2+40

C,3
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（３）注入トレンチにおける公定法分析結果 

  集水井からの揚水の中断に伴って、注入トレンチ内の水位が上昇したことから、令和４

年２月３日に深度別に採取した注入トレンチの貯留水の水質調査結果（公定法）を表５に

示す。 

表５ 注入トレンチにおける水質調査結果（公定法） 

※１ 単位は mg/Lである。 
※２ 薄橙色が環境基準値超過、水色が環境基準適合である。 
※３ クロロエチレンについては排水基準が定められていないため、暫定的に環境基準値の

10 倍の値を排水基準値として評価した。 

 

４．土壌の処理状況 

  「HS-D西における浄化対策の状況」（○水第 22回Ⅱ／３－３）で報告したとおり、注入

トレンチの拡張によって発生した土壌のうち、「地下水汚染（つぼ堀拡張区画）の掘削・

運搬等マニュアル」に定める基準値等を超過しているおそれのある土壌等については、積

み替え施設で保管しながら、ガス吸引を行い、同基準値等に適合していることを確認後、

処分地内で埋め戻しなどに有効利用することとしている。 

今回、積み替え施設で保管していた土壌約 550㎥のうち、約 500㎥の処理が完了した。

処理後の土壌溶出量試験結果を表６に示す。 

 

表６ 土壌溶出量試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試料No.1 試料No.2 試料No.3 試料No.4 試料No.5

採取日 R3.11.18採取 R3.11.18採取 R3.12.2採取 R3.12.2採取 R4.1.5採取

クロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン 0.003 <0.001 0.004 0.001 0.001

1,4-ジオキサン <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

※1　単位はmg/Lである。

※2　薄橙色は土壌溶出量基準値超過、橙色は土壌の完了判定基準値超過である。

回　数 項　目

１回目

HS-D西

※3　1,4-ジオキサンは、土壌の土壌溶出量基準及び完了判定基準が定められていないため、暫定的に土壌環境基準値
　　　（0.05mg/L）及びその10倍の値（0.5mg/L）により評価した。

TP-0.5m付近 TP-3.0m付近 TP-6.0m付近

ベンゼン 0.007 0.006 0.011

トリクロロエチレン 0.057 0.045 0.074

1,2-ジクロロエチレン 0.005 0.005 0.010

クロロエチレン 0.0010 0.0010 0.0018

1,4-ジオキサン 0.19 0.18 0.22

注入トレンチにおける水質調査結果（R4.2.3採取）
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５．今後の予定 

令和４年 1月 31日の水質モニタリングでは、観測井におけるベンゼン及びトリクロロエ

チレン濃度等は、すべての小区画の観測井で排水基準に適合し、令和３年７月２日以降は

排水基準に適合した状態が継続している。さらに、簡易法による分析でも、一部の注入井戸

でトリクロロエチレンが排水基準に適合していないものの、これまでの HS対策により全体

的に濃度が低下し、浄化が確認されている。なお、小区画 B+40,3では集水井からの揚水の

中断により注入トレンチ内の水位が上昇し、令和４年１月６日以降は注入トレンチ内の観

測井での水質モニタリングは実施できていないものの、注入トレンチの貯留水の水質を確

認したところ、地下水中の有害物質濃度は低下傾向にあり、令和４年１月 21日以降は排水

基準に適合している（図４及び図５における小区画 B+40,3グラフ中の北側及び南側の結果

参照）。また、表５のとおり、注入トレンチの貯留水の水質は、公定法分析においても 1,4-

ジオキサンも含めすべて排水基準に適合している。 

一方で、拡張した掘削トレンチの底盤では、土壌溶出量をわずかに超過するトリクロロ

エチレンが確認されていることから、今後、集水井からの揚水によって地下水位が低下し

た状態で SPS溶液（５％）の注入を行う。注入量に関しては、土壌汚染想定深度（最大でも

１m程度）と間隙率を考慮して設定する。また、小区画 B+30,2+30では集水井からの揚水停

止後、地下水流向の変化に伴ってベンゼン濃度及びトリクロロエチレン濃度の上昇が確認

されたことから、今後、集水井からの揚水にあわせて注水を行い、浄化を促進する予定であ

る。 

なお、水質モニタリングの結果を踏まえて、必要に応じて、注入量を調節しながら、井戸

からの SPS注入を実施する。 
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遮水機能の解除前後の地下水への影響調査の結果（その１） 

 

１．概要 

第 22回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会（R3.10.28 Web開催）において、遮水機能の

解除前後の地下水への影響調査について、審議・了承されたところである。今回、令和４年１

月実施分までの結果を、以下のとおり報告する。 

 

２．モニタリング地点等 

環境基準の到達及び達成の確認のための地下水計測点４地点（区画⑪、㉚、㉛、Ｄ測線西

側）のうち、遮水機能の解除による影響を最も受けると想定される北海岸の２地点（区画⑪、

㉛）をモニタリング地点とし、内陸部の影響を把握するため、区画㉜を参考地点とした。 

 

 

 

図１ モニタリング地点等の位置 

 

  

○水 第 23 回  Ⅱ／３ 

令和４年２月 18 日 

：遮水壁 

：モニタリング地点 

：参考地点 

：地下水計測点 

  ：地下水汚染地点 

B+40,2+30 
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３．測定結果 

（１）潮汐変動の影響調査 

海域の潮汐変動によって、モニタリング地点の水質にどのような影響が生じているか確

認するため、遮水機能解除前の令和３年 11 月 10 日に経時的に採水・測定した。結果は表

１及び図２に示すとおり、観測井水位については区画⑪で 0.26ｍ、区画㉛で 0.09ｍの変動

が見られたものの、水質の変動は認められなかった。 

 

表１ 潮汐変動の影響調査結果（R3.11.10） 

 

 

（注１）黄色は環境基準超過、橙色は排水基準超過である。 

（注２）単位は、宇野港の潮位、高松港の潮位、観測井水位及び採取深度は（m）、電気伝導度は（S/m）、その他

は（mg/L）である。 

（注３）観測井水位の変動との比較のため、気象庁のＨＰに発表されている潮汐観測資料のうち、北海岸（北緯 34

度 28分 東経 134度 2分）に近い高松港及び宇野港の潮位を記載した。 

（注４）クロロエチレンは排水基準が定められていないが、環境基準の 10倍の値を排水基準として評価した。 

 

  

地下水計測点

検体採取日

検体採取時刻 9:30 11:05 13:05 15:00 16:35

宇野港の潮位（T.P.) -0.63 -0.03 0.85 1.41 1.39 0.60 － －

高松港の潮位(T.P.) -0.66 -0.05 0.82 1.36 1.34 0.56 － －

観測井水位（T.P.) -0.56 -0.51 -0.42 -0.32 -0.30 -0.42 － －

電気伝導率 0.31 0.31 0.31 0.33 0.31 0.31 － －

化学的酸素要求量（COD） 31 32 32 32 32 32 － －

塩化物イオン 650 700 670 700 700 680 － －

ベンゼン 0.085 0.065 0.082 0.082 0.094 0.082 0.01 0.1

1,4-ジオキサン 0.11 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.05 0.5

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1

1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04 0.4

クロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 （0.02）

地下水
環境基準

排水基準R3.11.10

⑪

平均値

地下水計測点

検体採取日

検体採取時刻 9:30 11:00 13:00 15:00 16:30

宇野港の潮位（T.P.） -0.63 -0.07 0.82 1.41 1.40 0.59 － －

高松港の潮位(T.P.) -0.66 -0.09 0.79 1.36 1.35 0.55 － －

観測井水位（T.P.) 0.01 0.04 0.06 0.10 0.10 0.06 － －

電気伝導率 0.41 0.45 0.44 0.47 0.45 0.44 － －

化学的酸素要求量（COD） 40 40 43 42 40 41 － －

塩化物イオン 1200 1200 1200 1300 1300 1200 － －

ベンゼン 0.018 0.019 0.023 0.023 0.023 0.021 0.01 0.1

1,4-ジオキサン 0.21 0.20 0.24 0.23 0.22 0.22 0.05 0.5

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1

1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04 0.4

クロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 （0.02）

地下水
環境基準

排水基準R3.11.10

㉛

平均値
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※自記水位計による計測値であり、表１の観測井水位（手測り）の値とは異なる。 

図２ 潮汐変動の影響調査時の観測井水位（R3.11.10） 

 

（２）毎月調査 

遮水機能の解除によって地下水の水質にどのような影響が生じているか確認するため、

令和３年 11月以降、毎月採水・測定を実施している。結果を表２に示す。 

なお、令和４年１月の採水時は遮水機能の解除工の開始前であり、今回の報告はすべて

解除前のデータである。 

 

表２ 毎月調査結果 

 

 

  

地下水計測点

検体採取日 R3.11.10 R3.12.17 R4.1.5

観測井水位（T.P.) -0.56 0.36 0.40 - -

電気伝導率（EC） 0.31 0.35 0.33 - -

化学的酸素要求量（COD） 31 62 60 - -

塩化物イオン 650 720 740 - -

ベンゼン 0.085 0.075 0.083 0.01 0.1

1,4-ジオキサン 0.11 0.14 0.16 0.05 0.5

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1

1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 0.04 0.4

クロロエチレン <0.0002 <0.0002 0.0002 0.002 （0.02）

地下水
環境基準

排水基準
⑪

[T.P.m] 
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表２ 毎月調査結果（続き） 

 

 

（注１）黄色は環境基準超過、橙色は排水基準超過である。 

（注２）単位は、観測井水位は（m）、電気伝導度は（S/m）、その他は（mg/L）である。 

（注３）観測井⑪㉛の R3.11.10の結果は、潮汐変動の影響調査結果のうち干潮時のデー

タを記載した。 

（注４）クロロエチレンは排水基準が定められていないが、環境基準の 10倍の値を排水

基準として評価した。 

 

４．今後の予定 

引き続き毎月調査及び遮水機能解除後の潮汐変動の影響調査（令和４年４月予定）を実施

し、測定結果等について当検討会に報告する。 

 

地下水計測点

検体採取日 R3.11.10 R3.12.9 R4.1.7

観測井水位（T.P.) 0.01 -0.12 0.08 - -

電気伝導率（EC） 0.41 0.42 0.40 - -

化学的酸素要求量（COD） 40 36 36 - -

塩化物イオン 1200 1000 1500 - -

ベンゼン 0.018 0.021 0.017 0.01 0.1

1,4-ジオキサン 0.21 0.18 0.30 0.05 0.5

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1

1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 0.04 0.4

クロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 （0.02）

地下水
環境基準

排水基準
㉛

地下水計測点

検体採取日 R3.11.10 R3.12.9 R4.1.12

観測井水位（T.P.) -0.41 -0.60 0.10 - -

電気伝導率（EC） 0.51 0.48 1.00 - -

化学的酸素要求量（COD） 21 25 37 - -

塩化物イオン 2800 1900 12000 - -

ベンゼン 0.005 0.006 0.007 0.01 0.1

1,4-ジオキサン 0.23 0.26 0.43 0.05 0.5

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.1

1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 <0.004 0.04 0.4

クロロエチレン <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002 （0.02）

㉜ 地下水
環境基準

排水基準
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豊島処分地における地下水浄化の達成状況に関する評価 

 

１．概要 

第 19回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会（この検討会は豊島廃棄物等処理事業フォロー

アップ委員会の下に置かれたもので、以下、「地下水検討会」という。一方、これ以前の豊島廃

棄物等処理事業管理委員会の下に置かれたものが「排水・地下水等対策検討会」である。本資料

では両者の資料を引用している。）(R3.7.31開催)において、「処分地全域での地下水における排

水基準の到達及び達成の確認マニュアル」に基づき、排水基準の達成が確認され、第 12回豊島

廃棄物等処理事業フォローアップ委員会(R3.8.19開催)においてその旨が報告された。 

ここでは、これまでの地下水浄化対策の効果とそれによる地下水浄化の達成状況について、積

極的な地下水浄化対策を開始した時点(計測は平成 27年から令和元年にかけて実施)と排水基準

の達成後の令和３年８月時点での地下水の汚染物質濃度の計測結果を用いた比較・推算等から評

価した。なお、今回の比較・推算等の評価は、地下水に溶けていない汚染物質、各濃度計測間の

濃度変動、汚染物質の分解については考慮していない。 

 

２．処分地全域での地下水中の汚染物質量の把握 

２－１ 処分地全域での地下水中の汚染物質量の変化の把握 

処分地全域での地下水中の汚染物質量については、地下水濃度の測定結果と地下水量の積の総

和として算出する。 

積極的な地下水浄化の開始前の処分地全域における汚染物質量（以下、「積極的対策前汚染物質

総量」という。）については、平成 27年から平成 29年にかけて実施した処分地内の地下水汚染状

況を把握するための調査（以下、「概況調査」という。）及び平成 30年から令和元年にかけて実施

した地下水汚染領域の把握のための調査（以下、「汚染領域調査」という。）を基に推算した。な

お、Ｄ測線西側は、先行して地下水の揚水浄化を行ったため、その際の詳細調査を利用した。 

積極的な地下水浄化対策後の処分地全域における汚染物質量（以下、「積極的対策後汚染物質総

量」という。）については、処分地全域における排水基準の達成後の令和３年８月の調査結果を基

に推算した。 

積極的対策前汚染物質総量と積極的対策後汚染物質総量の差から推定除去量を求め、積極的対

策前汚染物質総量との比を浄化の達成度とした。 

 

（１）積極的対策前の汚染物質総量の算出 

Ｄ測線西側は、先行して平成 26年６月から浅い層で、平成 27年４月から深い層で揚水によ

る浄化対策を開始したが、より効果的な揚水浄化の方法を検討するため、第 22回排水・地下水

等対策検討会（H28.3.13開催）において、Ｄ測線西側の地下水汚染の詳細な調査を実施してい

る旨を報告した（「Ｄ測線西側の地下水質等の状況」（第 22 回Ⅱ－３））。第３回地下水検討会

（H30.3.4開催）では、その結果を「Ｄ測線西側の地下水質等の状況（定期モニタリング、東側

５か所の結果）」（○水第３回Ⅱ／２－１）として取りまとめた。 

資料１３・Ⅱ／７ 

令和３年 12月 22日 

○水 第２３回Ⅱ／４ 

令和４年２月 18 日 
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その他の区域については、まず第 19 回排水・地下水等対策検討会(H27.2.1 開催)で処分地

全域の平面的な地下水汚染の状況を把握するため、その手法を「処分地内の地下水汚染状況

を把握するための調査等の手法について」で定め、第２回地下水検討会（H29.11.26開催）に

おいて、その結果を「地下水概況調査等の状況」（○水第２回Ⅱ／２－１）として取りまとめた。 

また、より深い層の地下水汚染の状況を把握するため、その手法を「地下水汚染領域の把握

のための調査方法」で定め、第８回地下水検討会（R01.8.3開催）で、その結果を「地下水汚

染領域の把握のための調査結果（その２）」（○水第８回Ⅱ／３）として報告した。これらの測定

結果を基に、各区画の積極的な地下水浄化を始める前の汚染物質量を推算した。 

Ｄ測線西側においては、強風化花崗岩に到達するまでは、おおよそ２ｍ深度ごとに水質調

査を実施し、その他４３区画では最初の帯水層までの水質調査（概況調査）及び岩着を確認し

ながら地表から５ｍ深度ごとに水質調査（汚染領域調査）を実施している。 

図 1 に示すように、各区画の測定深度ごとの地下水量を算定し、これにその点の汚染物質

濃度を掛け合わせることで深度ごとの汚染物質量を算出し、その合計を区画の汚染物質量と

した。なお、調査結果が検出下限値未満である場合は、各物質の検出下限の値を使用した。ま

た地下水量の算定にあたっては、一般的な土壌の有効間隙率が 20～40％であることから一律

30％としている(第 13回地下水検討会（R2.8.12開催）の資料Ⅱ／８「地下水浄化対策の進捗

状況と課題」においても、この値を用いている)。また、地下水面は、第 26回排水・地下水等

検討会（H29.2.12開催）の「汚染土壌の処理等」（26回Ⅱ－１）の中で報告した 30メッシュ

毎の基準水位とし、強風化花崗岩表面の深度は、ボーリング調査の柱状図等から設定した。 

これら各区画の汚染物質量を合算し、積極的対策前の汚染物質総量とした。 

区画ごとに使用データを整理したものと汚染物質量の算出結果等を表 1 に示す。なお、Ｄ

側線西側は、小区画ごとに詳細な調査を行っていることから表 1 の付表としてまとめ、その

合計値を表１のＤ西の値とした。 

 
図１ 地下水量の算定の方法 

地表面

地下水面

強風化花崗岩表面

L1

L2

L3

測定点1

測定点2

地下水量 Q m3

測定点1の対応分 Q1=Φ＊(L1+L2/2)＊A

測定点2の対応分 Q2=Φ＊(L2/2+L3)＊A

ただし 土壌の有効間隙率Φ=0.3

(a) 複数の深度での計測点がある場合

地表面

地下水面
L1

L2

測定点

地下水量 Q m3

測定点の対応分 Q=Φ＊(L1+L2)＊A

ただし 土壌の有効間隙率Φ=0.3

(b) 計測点が一つの深度の場合

30m

30m 面積

A=900m2
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表1　積極的な浄化対策前の区画ごとの汚染物質濃度等の測定結果と汚染物質量等の算出結果　

使用データ A：第１工区の地下水汚染状況を把握するための調査の状況（第２0回排水・地下水検討会H27.7.4開催Ⅱ／１） B：Ｄ測線西側の地下水詳細調査の結果（第23回排水・地下水検討会H28.4.24開催Ⅲー２）

C：地下水汚染領域の把握のための調査結果（水第４回H30.7.22開催Ⅱ／５）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A,C A A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C C A,C A,C A,C A,C C A,C A,C A,C C A,C A,C A,C

TP　m 2.2 2.4 2.6 2.7 (水なし） 3.2 2.7 2.7 3.1 2.7 3.3 3.0 3.0 2.4 2.7 1.4 1.2 1.4 1.3 3.0 0.4 2.0

TP　m -1.6 -5.8 -6.1 -4.9 (水なし） -5.86 -8.8 -8.2 -3.5 -0.1 -15 -17 -11.6 -1.7 0.2 -24.4 -18.7 -12.8 -3.8 -0.4 -25.4 -17.8

深さT.P. m 0.45 1.9 -0.3 1.4 2.05 2.15 1.8 2.65 1.9 1.7 2.2 2.4 1.85 2.2 0.5 0.3 0.9 0.6 2.05 -0.9 0.3
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ND 0.007 0.003 0.008 0.001 ND 0.011 ND 0.026 0.006 ND ND ND 0.004 0.11 0.071 ND 0.061 0.008 1.2 0.039

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.012 0.026 0.049 0.26 0.011 0.058 0.007 0.009 0.061 ND 0.037 ND 0.5 0.47 0.053 0.070 ND 0.25 0.045 0.48 0.013
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.002 ND ND ND ND ND ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND ND ND 0.061 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND 0.0016 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0002 ND ND ND ND ND ND ND
深さT.P. m -1.1 -2.5 -2.5 -1.3 -2.5 -2.5 -10 -2.5 -2.5 -11 -2.5 -3.5 -2.5 -2.5 0.5 -0.6 -2.5 -2.5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.001 0.21 0.008 0.009 0.86 0.014 0.010 17 0.66 0.34 1.2 0.004 1.6 1.6 0.18 0.012 1.4 1.8

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.009 0.89 0.26 0.035 0.15 0.047 0.15 17 0.097 0.37 1.0 0.007 0.082 0.034 0.55 3.7 0.66 1.1
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND 0.085 ND ND ND ND ND 0.033 ND ND ND ND ND ND ND 0.002 ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND 30 0.042 ND ND 0.048 ND 0.15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND 1.7 0.011 ND 0.0003 0.0002 ND 0.066 ND 0.0005 ND ND ND 0.0004 ND ND ND ND
深さT.P. m -5.3 -7.5 -6.4 -7.5 -2.8 -7.5 -7.5 -4.5 -7.5 -7.5 -6.1 -7.5 -7.5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.14 0.013 0.037 ND 31 0.12 0.094 0.003 0.055 1.6 0.009 0.002 0.45

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 2.0 0.19 0.69 ND 16 0.18 2.0 0.009 1.7 0.26 0.080 0.31 0.6
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.28 ND 0.043 ND 0.011 ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 13 0.007 0.015 ND 0.13 ND ND ND ND ND ND 0.007 ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.66 0.0022 0.020 ND 0.030 ND 0.0029 ND 0.007 ND ND 0.013 ND
深さT.P. m -10 -11 -12.5 -12.5 -12.5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.006 0.062 0.005 0.044 0.42

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.077 1.1 0.17 0.49 0.75
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND
深さT.P. m -17.5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.001

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.21
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1.0 281.0 21.5 17.8 1006.4 20.0 55.0 19623.1 19.7 953.3 1434.1 1783.6 5.1 2.7 1880.3 3948.3 194.6 84.0 10.8 1938.8 3103.9

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 11.3 1910.0 459.5 232.8 637.7 111.4 535.3 16187.1 46.1 385.7 1632.4 4897.9 435.1 317.3 2647.4 1091.8 736.7 344.3 1850.8 2567.7 3275.2
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1.0 227.0 2.9 2.1 30.5 3.1 5.3 27.6 0.8 3.3 6.2 3.3 2.0 1.4 3.1 3.0 3.8 1.4 1.6 7.0 4.1

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 4.1 35831.9 50.8 8.2 18.2 69.7 21.3 143.5 46.1 13.0 24.8 13.2 8.0 2.7 12.3 12.1 15.3 5.5 4.4 44.4 16.2
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.21 1991.1 12.7 1.4 13.8 0.6 1.1 55.6 0.2 0.7 2.5 3.8 0.4 0.1 9.8 0.8 0.8 0.3 0.2 71.9 0.8

m3 1,026 2,214 2,862 2,052 2,727 3,105 5,319 1,782 756 4,941 6,210 3,942 1,998 675 6,966 5,373 3,834 1,377 1,107 6,966 5,400

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.001 0.13 0.008 0.009 0.37 0.006 0.010 11 0.026 0.19 0.23 0.45 0.003 0.004 0.27 0.73 0.051 0.061 0.010 0.28 0.57
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.011 0.86 0.16 0.11 0.23 0.036 0.10 9.1 0.061 0.08 0.26 1.2 0.22 0.47 0.38 0.20 0.19 0.25 1.7 0.37 0.61
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.001 0.10 0.001 0.001 0.011 0.001 0.001 0.016 0.001 0.0007 0.001 0.0008 0.001 0.002 0.0004 0.0006 0.001 0.001 0.001 0.001 0.0008

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.004 16 0.018 0.004 0.007 0.022 0.004 0.081 0.061 0.003 0.004 0.0034 0.004 0.004 0.002 0.002 0.004 0.004 0.004 0.006 0.003
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0002 0.90 0.0044 0.0007 0.0050 0.0002 0.0002 0.031 0.0002 0.00013 0.0004 0.0010 0.00020 0.0002 0.0014 0.00015 0.0002 0.0002 0.0002 0.010 0.00015

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 D西

A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C A,C B

TP　m 1.9 1.3 2.2 0.3 0.4 0.7 0.7 1.4 0.5 0.5 0.6 1.0 1.1 0.4 1.4 1.1 1.3 1.4 3.3 3.3 0 1.74※3

TP　m -11.8 -7.7 -7.6 -25.1 -24.6 -17 -12.1 -4.1 -25 -22.1 -16 -18 -3 -25.1 -22.3 -20.9 -20.5 -11.2 -10.6 -5.4 -3.7

深さT.P. m 1.2 -0.5 1.1 -1.7 0.1 0.7 0.7 0.65 0.5 -0.35 0 0.2 0.4 -0.1 0.2 -0.7 -0.2 0.5 0.8 -0.3 -1.05
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.017 0.47 0.001 0.27 0.82 0.1 0.027 ND 0.049 0.64 0.035 0.022 0.002 ND 0.016 0.011 ND ND 0.003 0.026 0.007

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.17 0.64 0.031 0.18 0.49 0.016 0.34 0.03 0.47 0.49 0.12 0.032 0.020 0.37 0.12 0.24 0.056 ND 0.071 0.072 0.090
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0021 ND
深さT.P. m -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -12.95 -12.75 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1.1 0.13 0.052 0.29 0.52 0.36 0.046 0.046 0.67 0.32 0.37 0.053 0.002 0.23 0.12 0.39 0.072 0.017 0.094 0.91 0.047

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.70 1.2 5.6 1.0 1.0 1.0 1.3 14 0.89 1.0 1.1 0.59 0.10 0.75 0.17 0.62 0.29 0.21 0.28 0.76 0.19
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND 0.002 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND 0.017 ND ND ND ND 0.005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0015 ND 0.033 ND 0.0004 ND ND ND ND ND 0.0003 ND ND ND ND 0.0004 0.0012 ND 0.007 ND ND
深さT.P. m -7.5 -7.2 -7.1 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -3.6 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4.9 -3.2
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.015 0.003 0.006 0.004 0.26 0.12 0.012 0.037 0.003 0.042 0.11 0.069 0.024 0.097 0.054 0.012 ND 0.02

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 2.4 0.34 0.27 0.40 0.42 0.93 2.6 16 0.068 0.91 0.27 0.50 0.70 0.34 0.60 1.1 1.8 0.12
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0002 ND 0.0003 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0016 ND ND
深さT.P. m -12.5 -12.5 -12.5 -11.6 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.009 0.17 0.089 0.007 0.12 0.003 0.028 ND 0.004

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.70 0.97 1.6 3.0 2.7 3.6 0.57 0.048 0.23
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND ND ND 0.013

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND ND ND 0.007
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND ND ND ND
深さT.P. m -17.5 -15.8 -17.5 -14.7 -17.5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ND ND 0.009 ND ND

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.082 0.70 1.4 2.3 ND
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND 0.0035 0.0019 ND ND
深さT.P. m -20.5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.009

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 2.4
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0005
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1331.2 475.2 62.9 423.7 1470.9 679.6 80.4 37.5 759.6 879.7 544.2 310.1 2.2 303.2 588.8 1505.6 274.7 92.7 128.1 598.6 21.6 4531

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 4746.2 1830.9 6427.6 3070.4 3326.7 4607.9 6754.9 12589.8 1518.8 10197.4 6527.8 2386.9 64.3 2647.2 1847.5 2869.7 1215.7 1078.9 2064.6 1389.5 125.8 8313
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 4.0 2.4 3.8 6.9 6.8 4.8 3.5 1.5 6.9 5.3 4.5 5.1 1.1 6.9 6.4 5.9 5.9 3.9 14.1 2.3 1.0 4106

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 16.1 9.7 25.0 27.4 27.0 19.1 13.8 6.5 27.5 21.1 17.9 20.5 4.4 27.5 25.6 23.8 23.5 15.6 20.0 9.4 4.0 5222
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 2.3 0.5 36.9 1.4 1.6 3.5 0.7 0.3 1.4 3.4 1.0 1.0 0.2 1.4 1.3 1.9 5.0 0.8 10.4 2.9 0.2 717

m3 4,023 2,430 2,646 6,858 6,750 4,779 3,456 1,485 6,885 6,102 4,482 5,130 1,107 6,885 6,399 5,940 5,886 3,888 4,401 2,349 999 9,128

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.33 0.20 0.024 0.062 0.22 0.14 0.023 0.025 0.11 0.14 0.12 0.060 0.002 0.044 0.092 0.25 0.047 0.024 0.029 0.25 0.022 0.50
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 1.2 0.75 2.4 0.45 0.49 1.0 2.0 8.5 0.22 1.7 1.5 0.47 0.058 0.38 0.29 0.48 0.21 0.28 0.47 0.59 0.13 0.91
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.001 0.45

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.004 0.004 0.009 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.57
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0006 0.0002 0.014 0.0002 0.0002 0.0007 0.0002 0.0002 0.0002 0.0006 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0008 0.0002 0.0024 0.0012 0.0002 0.079

※1　平均濃度は汚染物質量を地下水量で除した濃度である。

※2　各汚染物質のND値(いずれもmg/L)は、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ：0.001、1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ：0.005、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ：0.001、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ：0.004、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ：0.0002である。

※3　Ｄ測線西側の地下水面は分からないため、その近傍の区画㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷の地下水面の平均値と同じと仮定した。


※4　D測線西側の各小区画の調査結果を表１付表に示す。

区　　画

使用データ

地下水面

強風化花崗岩表面

mg/L
測定点1

mg/L

mg/L

測定点2

測定点3

mg/L

mg/L

測定点4

測定点5

平均濃度※1 mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

汚染物質量 g

mg/L

mg/L

測定点6

地下水量

区　　画

使用データ

地下水面

強風化花崗岩表面

mg/L
測定点1

汚染物質量 g

地下水量

平均濃度※1 mg/L

※4

測定点2

測定点3

測定点4

測定点5
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表1付表　D側線西側での積極的な浄化対策前の汚染物質濃度等の測定結果と汚染物質量等の算出結果　

使用データ A：Ｄ測線西側の地下水詳細調査の結果（第23回排水・地下水検討会H28.4.24開催Ⅲー２）

横 Ｂ＋４０ C Ｃ＋１０ Ｃ＋２０ Ｂ＋３０ Ｂ＋４０ Ｃ Ｃ＋１０ Ｃ＋２０ Ｂ＋３０ Ｂ＋４０ Ｃ Ｃ＋１０ Ｃ＋２０ Ｂ＋４０ Ｃ Ｃ＋１０ Ｃ＋２０ Ｂ＋４０ Ｃ Ｃ＋１０ Ｃ＋２０
縦 ２＋１０ ２＋１０ ２＋１０ ２＋１０ ２＋２０ ２＋２０ ２＋２０ ２＋２０ ２＋２０ ２＋３０ ２＋３０ ２＋３０ ２＋３０ ２＋３０ ２＋４０ ２＋４０ ２＋４０ ２＋４０ 3 3 3 3

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TP m 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
TP m -12 -12 -16 -18 -6 -8 -12 -16 -18 -10 -8 -9 -15 -15 -8 -9 -12 -15 -7 -12 -12 -15

深さT.P. m -3.5 -3 -13.5 -3 -1 -1 -2 -13.5 -1 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1.5 -1 -2 -0.5 -2.5 -1 -2
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.15 0.03 0.094 0.043 0.18 0.26 1 0.035 ND 4.7 0.22 0.011 0.01 0.002 0.017 0.031 0.002 0.052 0.11 0.15 0.024 0.029

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.19 0.18 1.6 0.27 0.2 0.12 1 2.3 0.011 0.64 0.21 0.03 0.27 0.009 0.047 0.12 ND 0.19 1.6 0.036 0.021 0.079
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.048 0.006 2.3 ND ND 0.017 ND 0.013 ND 0.18 ND ND ND ND 0.004 0.012 ND ND ND 0.002 ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.13 0.01 1.1 ND ND 3.1 ND 0.29 ND 0.75 ND ND ND ND ND 0.004 ND ND ND 0.009 ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.014 0.0006 0.19 0.0008 0.0004 0.098 ND 0.13 ND 0.17 ND ND ND 0.0008 0.0031 0.0004 ND 0.0014 ND 0.0079 ND 0.0024
深さT.P. m -9.0 -5.0 -5.0 -3.0 -3.0 -3.5 -3.0 -3.0 -5.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -4.0 -3.0 -4.0 -2.0 -8.5 -3.5 -4.0
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1.9 0.017 0.019 0.41 4 1.1 0.03 2 0.14 4.4 0.63 0.069 10 0.047 0.096 0.064 0.012 0.013 0.016 0.012

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 1.7 2.9 1 0.065 1.4 1.3 0.18 0.2 0.67 1.9 0.56 0.35 7.9 0.47 0.83 0.3 0.29 0.43 0.1 0.11
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.5 0.001 ND 0.006 ND ND ND 0.29 ND ND ND ND ND 0.009 ND ND 0.001 0.28 ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.52 ND ND 1.6 ND ND ND 0.021 0.005 ND ND ND ND 0.005 ND 0.008 ND 0.09 ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.095 ND 0.0011 0.24 ND ND ND 0.0042 0.0011 ND ND 0.0004 0.0031 0.0062 0.0004 0.003 0.0004 0.02 0.0008 0.0011
深さT.P. m -7.0 -7.0 -5.0 -6.0 -5.0 -5.0 -5.5 -7.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -7.0 -5.0 -6.0 -4.0 -6.5 -6.0
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1.9 0.02 0.14 0.91 4.9 0.047 1.5 0.25 5.1 2.5 0.097 1.2 0.84 0.015 0.021 0.007 0.007 0.007

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 4.9 0.25 0.091 0.71 1.4 0.24 0.19 0.5 1.7 1.6 0.25 1.5 0.84 0.15 0.29 0.091 0.89 0.24
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND 0.001 0.52 0.14 ND ND 0.057 0.026 0.001 ND ND ND 1.3 ND ND 0.01 ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND 0.38 0.35 ND ND 0.078 0.15 ND ND ND 0.14 8.9 ND ND ND ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND 0.0027 0.0077 0.028 ND ND 0.019 0.029 ND ND ND 0.18 1.2 0.0009 0.0013 ND 0.0031 0.0005
深さT.P. m -9.0 -9.0 -7.0 -7.0 -8.5 -7.0 -7.5 -7.0 -7.0 -7.0 -8.0 -6.0 -9.0 -8.0
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.07 0.039 0.093 0.021 0.81 0.095 0.023 0.031 0.46 0.002 0.024 0.019 0.008 0.012

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 3.6 0.25 1.5 0.43 0.085 3.2 1 0.36 0.26 0.13 0.4 0.097 0.65 0.23
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.092 ND ND ND 0.002 0.001 ND 0.001 0.18 0.001 ND ND ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.023 ND ND ND ND 0.006 ND ND 0.025 ND ND ND ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0018 0.0015 ND 0.0013 ND 0.0026 ND 0.0016 0.0042 ND 0.0007 ND 0.0009 ND
深さT.P. m -11.0 -11.0 -9.0 -9.0 -8.5 -10.5 -9.0 -8.5 -10.0 -11.0 -10.0
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.73 0.017 0.11 0.028 0.89 0.12 0.043 0.003 0.007 0.006 ND

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 2.8 0.57 3 0.22 3.4 1.7 0.21 0.078 0.22 0.48 0.31
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03 ND 0.092 ND 1.1 0.74 0.001 0.025 ND ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.007 ND 0.005 ND 4.8 1.3 ND 0.047 ND ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0005 0.0005 0.0009 0.001 0.71 0.31 0.0009 0.0048 0.0002 0.001 0.0003
深さT.P. m -13 -11 -11 -13.5 -11 -9.5 -12 -12
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.022 1.7 0.018 0.33 0.41 0.89 0.002 0.002

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 1.6 1.6 0.85 1.8 2.2 1.6 0.88 0.6
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND 3.2 0.016 1.5 5.5 7.7 ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND 0.069 0.017 1.7 4.6 18 0.004 ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002 0.016 0.018 0.28 0.44 1.6 0.0023 0.0011
深さT.P. m -15 -13 -13 -11 -14 -14
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.24 0.45 0.15 1.3 0.001 0.002

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 2.7 1.9 1 1.7 0.59 0.65
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3 4.3 2.1 9.1 ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 2.1 2.1 1.1 16 ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.36 0.38 0.12 1.3 0.0013 0.0013
深さT.P. m -17 -15 -14.5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.031 0.22 0.22

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.74 1.3 1.6
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.65 3.1 3.4

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.35 1.8 2
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.064 0.28 0.25
深さT.P. m -17
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.025

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.84
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.47

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.35
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.044
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 363.7 168.2 50.0 31.3 53.2 424.7 555.6 18.6 50.5 859.0 61.3 609.6 250.1 55.3 701.5 96.3 108.7 14.5 12.1 35.1 5.7 6.3

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 338.8 883.0 851.5 491.8 31.8 193.0 632.7 1224.1 358.8 108.6 106.4 514.9 569.4 315.7 584.9 143.1 218.4 187.8 170.0 91.7 156.9 139.6
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 97.8 8.4 1224.1 219.2 31.6 16.6 197.6 6.9 473.2 44.7 1.6 41.4 201.7 567.9 11.3 138.9 767.5 0.1 0.7 55.0 0.1 0.1

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 120.9 3.6 585.4 147.5 118.9 384.6 4.7 154.3 256.4 92.1 9.5 180.5 270.3 409.1 10.1 935.5 1517.0 1.1 0.3 19.5 0.4 0.5
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 19.7 0.7 101.1 26.1 14.9 14.2 2.2 69.2 44.4 21.3 2.5 27.7 54.4 42.6 11.6 126.6 129.2 0.7 0.9 5.6 0.9 0.8

m3 412 412 532 622 232 292 412 532 592 352 292 322 502 502 292 322 412 502 262 412 412 502

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.88 0.41 0.094 0.050 0.23 1.5 1.3 0.035 0.085 2.4 0.21 1.9 0.50 0.11 2.4 0.30 0.26 0.029 0.046 0.085 0.014 0.013
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.82 2.1 1.6 0.79 0.14 0.66 1.5 2.3 0.61 0.31 0.36 1.6 1.1 0.63 2.0 0.44 0.53 0.37 0.65 0.22 0.38 0.28
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.24 0.020 2.3 0.35 0.14 0.057 0.48 0.013 0.80 0.13 0.005 0.13 0.40 1.1 0.039 0.43 1.9 0.0002 0.003 0.13 0.0002 0.0002

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.29 0.009 1.1 0.24 0.51 1.3 0.011 0.29 0.43 0.26 0.032 0.56 0.54 0.81 0.034 2.9 3.7 0.002 0.001 0.047 0.001 0.001
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.048 0.0017 0.19 0.042 0.064 0.049 0.0053 0.13 0.075 0.060 0.0085 0.086 0.11 0.085 0.040 0.39 0.31 0.0014 0.0033 0.014 0.0022 0.0017

※1　平均濃度は汚染物質量を地下水量で除した濃度である。

※2　各汚染物質のND値(いずれもmg/L)は、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ：0.001、1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ：0.005、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ：0.001、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ：0.004、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ：0.0002である。

※3　Ｄ測線西側の地下水面は分からないため、その近傍の区画㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷の地下水面の平均値と同じと仮定した。


※4　強風化花崗岩の上面も分からないため、区画で深度別調査をした一番深い深度とした。


地下水量

平均濃度※1

小区画

使用データ

地下水面※1
強風化花崗岩上面※2

mg/L

mg/L

mg/L

汚染物質量

測定点9

 g

mg/L

計測点1

測定点2

測定点3

測定点4

測定点5

測定点6

測定点7

測定点8

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L



5 

 

（２）積極的対策後の汚染物質総量の算出 

処分地全域での地下水における排水基準の達成の確認を行った令和３年７月の観測井の測

定結果（「処分地全域での地下水の状況（その 10）」（○水第 19回 R3.7.31開催Ⅱ／１））及び一

部の区画については、令和３年８月の観測井の測定結果（「排水基準達成後の地下水の状況」

（○水第 21回 R3.9.26開催Ⅱ／１））を基に各区画の積極的な地下水浄化対策後の汚染物質量を

推算した。なお、積極的な地下水浄化対策前の調査で排水基準を下回り、観測井を設置してい

ない 13区画については、地下水浄化対策前の値とした。 

以上の各区画の汚染物質量を合算し、積極的対策後汚染物質総量とした。 

区画ごとに使用データを整理したものと汚染物質量の算出結果等を表２に示す。 

 

（３）地下水浄化対策前後の総汚染物質量と地下水浄化の達成度の推定 

積極的地下水浄化対策前後の総汚染物質量と地下水浄化の達成度の推定結果を表３に示す。 

この表に掲げた平均濃度は総汚染物質量を処分地全域での総地下水量で除したものである。 

ベンゼン及び 1,4-ジオキサンは、地下水浄化対策によりそれぞれ 93.5％、77.4％除去され

ており、平均濃度では、すべての汚染物質で排水基準を下回っている。1,4-ジオキサンの達成

度が他の物質より低い要因としては、水に溶けやすく土壌に吸着され難いため比較的低濃度

で広範囲に拡散・汚染されていたことや除去が難しいこと、また後述するように他の物質の

浄化促進のために行った注水によって地下水への還流があったこと等が考えられる。 

一方、環境基準に対しては、ベンゼンが約２倍、1,4-ジオキサンが４倍程度までの浄化が進

んでいると推測される。その他の３物質は 92.4～97.8％除去され、平均濃度では、環境基準

の 1/2から 1/10程度まで浄化が進んでいると推定される。 

 

表３ 地下水浄化対策前後の総汚染物質量と地下水浄化の達成度 

物質名等 

積極的対策前 積極的対策後 
推定除去

量(kg) 

達成度 

（％） 

排水基準 

（mg/L） 

環境基準 

（mg/L） 総汚染物

質量(kg) 

平均濃度

（mg/L） 

総汚染物

質量(kg) 

平均濃度

（mg/L） 

総地下水量(m3） 172,640 169,848 － － － － 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 51.5 0.30 3.3 0.020  48.2 93.5 0.1 0.01 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 125.9 0.73 28.5 0.17  97.4 77.4 0.5 0.05 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 4.5 0.026 0.35 0.002   4.2 92.4 0.1 0.01 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 42.0 0.24 0.92 0.005  41.1 97.8 0.4 0.04 

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 3.0 0.017 0.12 0.001   2.8 95.8 0.02 0.002 

※平均濃度は総汚染物質量を処分地全域での総地下水量で除した濃度である。 
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表２　積極的な浄化対策後の区画ごとの汚染物質濃度等の測定結果と汚染物質量等の算出結果　

使用データ α：処分地全域での地下水の状況（その10）（水第19回R3.7.31開催Ⅱ／１） β：排水基準達成後の地下水の状況（水第21回R3.9.26開催Ⅱ／１）

A：地下水汚染領域の把握のための調査結果（その２）（水第８回R01.8.3開催Ⅱ／３）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ａ α Ａ Ａ α α Ａ Ａ α Ａ β α β Ａ Ａ β α α Ａ α α α

TP　m 2.2 2.4 2.6 2.7 (水なし） 3.2 2.7 2.7 3.1 2.7 3.3 3.0 3.0 2.4 2.7 1.4 1.2 1.4 1.3 3.0 0.4 2.0

TP　m -1.6 -5.8 -6.1 -4.9 (水なし） -5.86 -8.8 -8.2 -3.5 -0.1 -15 -17 -11.6 -1.7 0.2 -24.4 -18.7 -12.8 -3.8 -0.4 -25.4 -17.8

深さT.P. m 0.45 -3.0 -0.3 1.4 -3.45 2.15 1.8 -4.0 1.9 -5.45 -8.95 -5.75 1.85 2.2 -6.6 -6.7 -3.3 0.6 -0.55 -4.0 -6.5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ND 0.004 0.003 0.008 0.027 ND 0.011 0.002 0.026 0.028 0.005 0.017 ND 0.004 0.003 0.077 0.01 0.061 ND 0.002 0.029

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.012 0.036 0.049 0.26 0.03 0.058 0.007 0.017 0.061 0.032 0.29 0.096 0.5 0.47 ND 0.23 0.16 0.25 0.006 ND 0.28
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.002 ND ND ND ND ND ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND ND ND 0.061 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND 0.0016 ND 0.0016 0.0004 ND ND ND ND 0.000 0.0006 0.0006 ND 0.0002 ND 0.001 0.0003 ND ND ND ND
深さT.P. m -1.1 -2.5 -1.3 -2.5 -10 -3.5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.001 0.008 0.009 0.014 0.010 0.004

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.009 0.26 0.035 0.047 0.15 0.007
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND 0.042 ND 0.048 ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND 0.011 ND 0.0002 ND ND
深さT.P. m -7.5 -7.5 -4.5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.013 ND 0.003

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.19 ND 0.009
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.007 ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0022 ND ND
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1.0 8.9 21.5 17.8 66.0 20.0 55.0 3.6 19.7 138.3 27.0 67.0 5.1 2.7 20.9 413.7 38.3 84.0 0.9 13.9 155.0

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 11.3 79.7 459.5 232.8 61.2 111.4 535.3 30.3 46.1 158.1 1566.0 378.4 435.1 317.3 34.8 1235.8 613.4 344.3 5.5 34.8 1496.9
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1.0 2.2 2.9 2.1 2.4 3.1 5.3 1.8 0.8 4.9 5.4 3.9 2.0 1.4 7.0 5.4 3.8 1.4 0.9 7.0 5.3

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 4.1 8.9 50.8 8.2 9.8 69.7 21.3 7.1 46.1 19.8 21.6 15.8 8.0 2.7 27.9 21.5 15.3 5.5 3.7 27.9 21.4
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.21 3.5 12.7 1.4 1.0 0.6 1.1 0.4 0.2 1.5 3.2 2.4 0.4 0.1 1.4 5.4 1.2 0.3 0.2 1.4 1.1

m3 1,026 2,214 2,862 2,052 2,446 3,105 5,319 1,782 756 4,941 5,400 3,942 1,998 675 6,966 5,373 3,834 1,377 918 6,966 5,346

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.001 0.004 0.008 0.009 0.027 0.006 0.010 0.002 0.026 0.028 0.005 0.017 0.003 0.004 0.003 0.077 0.010 0.061 0.001 0.002 0.029
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.011 0.036 0.16 0.11 0.025 0.036 0.10 0.017 0.061 0.032 0.29 0.096 0.22 0.47 0.005 0.23 0.16 0.25 0.006 0.005 0.28
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.004 0.004 0.018 0.004 0.004 0.022 0.004 0.004 0.061 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0002 0.0016 0.0044 0.0007 0.0004 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0006 0.0006 0.0002 0.0002 0.0002 0.001 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 D西１ Ｄ西２

α α α α α α α β β β α α Ａ α α α Ａ α α α Ａ β Ａ

TP　m 1.9 1.3 2.2 0.3 0.4 0.7 0.7 1.4 0.5 0.5 0.6 1.0 1.1 0.4 1.4 1.1 1.3 1.4 3.3 3.3 0 1.74 1.74

TP　m -11.8 -7.7 -7.6 -25.1 -24.6 -17 -12.1 -4.1 -25 -22.1 -16 -18 -3 -25.1 -22.3 -20.9 -20.5 -11.2 -10.6 -5.4 -3.7 －※4 －※4

深さT.P. m -6.5 -3.85 -3.9 -4.0 -6.75 -8.15 -6.05 -2.5 -4.2 -10.5 -7.6 -4.0 -1.5 -6.7 -4.2 -6.35 -10.25 -4.0 -6.6 -2.7 -1.85 -3.5 -7.5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.007 0.004 0.006 0.017 0.029 0.010 0.033 ND 0.065 0.006 0.039 0.001 0.002 0.001 0.055 0.021 ND 0.001 0.008 0.006 0.007 0.006 0.021

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.37 0.36 0.05 0.21 0.37 0.42 0.23 0.11 0.24 0.28 0.27 0.046 0.020 0.041 0.24 0.20 0.056 0.036 0.15 0.049 0.090 0.088 0.13
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.010 ND ND ND ND ND 0.011 0.018

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.009 ND ND ND ND ND 0.004 0.019
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND 0.0002 0.0006 ND ND 0.0004 0.0002 ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0043 ND ND ND ND ND 0.0007 0.0070
深さT.P. m -2.5 -12.75 -2.5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.002 0.072 0.047

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.1 0.29 0.19
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND ND ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND 0.0012 ND
深さT.P. m -3.2
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.02

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.12
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ND
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 26 10 16 117 196 48 114 1 448 37 175 5 2.2 7 352 125 275 3 30 14 22 27 96

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 1369 875 132 1440 2498 2007 795 163 1652 1709 1210 236 64 282 1536 1188 1216 122 563 115 126 402 593
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 4 2 3 7 7 5 3 1 7 6 4 5 1 7 6 59 6 3 4 2 1 50 82

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 15 10 11 27 27 19 14 6 28 24 18 21 4 28 26 53 24 14 15 9 4 18 87
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 0 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 26 5 1 1 0 0 3 32

m3 3,699 2,430 2,646 6,858 6,750 4,779 3,456 1,485 6,885 6,102 4,482 5,130 1,107 6,885 6,399 5,940 5,886 3,402 3,753 2,349 999 4,564 4,564

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.007 0.004 0.006 0.017 0.029 0.010 0.033 0.001 0.065 0.006 0.039 0.001 0.002 0.001 0.055 0.021 0.047 0.001 0.008 0.006 0.022 0.006 0.021
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.37 0.36 0.050 0.21 0.37 0.42 0.23 0.11 0.24 0.28 0.27 0.046 0.058 0.041 0.24 0.20 0.21 0.036 0.15 0.049 0.13 0.088 0.13
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.010 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.011 0.018

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.009 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.019
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0002 0.0002 0.0006 0.0002 0.0002 0.0004 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0043 0.0008 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0007 0.007

※1　平均濃度は汚染物質量を地下水量で除した濃度である。

※2　各汚染物質のND値(いずれもmg/L)は、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ：0.001、1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ：0.005、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ：0.001、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ：0.004、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ：0.0002である。

※3　観測井を設置していない区画1,3,4,5,7,8,10,14,15,19,35,39,43の13区画は、地下水浄化対策前の濃度した。

※4　D測線西側の強風化花崗岩の表面の深度は不明であり、一様でもないため「－」とした。


※5　D測線西側のみ観測井が２地点あるため、それぞれの地下水量を表1付表で求めた地下水量の1/2とした。

測定点2

測定点3

汚染物質量 g

地下水量

平均濃度※1 mg/L

mg/L

区　　画

使用データ

地下水面

強風化花崗岩表面

mg/L
測定点1

測定点2

測定点3

強風化花崗岩表面

平均濃度※1

測定点1

区　　画

使用データ

地下水面

汚染物質量 g

地下水量

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L
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２－２ 地下水浄化対策により除去された汚染物質量の把握 

（１）除去量の算出方法 

地下水浄化対策により除去された汚染物質量（以下、「実除去量」という。）をそれぞれの対

策ごとに次のとおり求めた。 

 

① 揚水浄化 

地下水を揚水している井戸は、定期的にその濃度を測定しており、揚水井の汚染物質濃度

と揚水量から次式により、その実除去量を求めた。なお、揚水量は流量計による実測値であ

り、揚水井の汚染物質濃度は定期的な測定のため、その測定日から次の測定日までの間は濃

度が同じであると仮定した。一例として揚水井⑥でのベンゼンについて、計測濃度と揚水量

及び実除去量を表４－１に示す。他の揚水井(集水井も含む)や汚染物質についても同様にし

て求め、それらを整理したものを表４－２に示す。汚染物質濃度の平均値は、実除去量を揚

水期間中の揚水量で除して求めている。 

 

揚水浄化による実除去量(g)=∑〔揚水井(集水井)の汚染物質濃度（mg/L）×揚水量（㎥）〕 

 

 

  

表４－１　揚水井⑥におけるベンゼン濃度と揚水量、実除去量

期間
ベンゼン濃度

(mg/L)

揚水量

(m3)

実除去量
（g)

R1.3.18～R1.3.22 0.18 10 1.8

R1.3.23～R1.4.14 0.18 45 8.1

R1.5.7～R1.5.10 0.18 9 1.6

R1.5.11～R1.5.27 0.63 29 18

R1.5.28～R1.6.2 0.12 14 1.6

R1.6.3～R1.6.9 0.040 14 0.56

R1.6.10～R1.6.18 0.051 18 0.92

R1.6.19～R1.7.15 0.043 70 3.0

R1.7.16～R1.7.20 0.026 6 0.15

R1.7.21～R1.7.30 0.40 24 9.6

R1.7.31～R1.8.13 0.001 29 0.029

R1.8.14～R1.8.16 0.001 7 0.007

合計 273 46
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ウェルポイントでの浄化でも同様であり、とりまとめたものを表４－３に掲げた。 

また、主としてウェルポイントによる浄化において、簡易地下水処理施設での処理水等で

汚染物質濃度が排水基準以下となった水を注水に利用した。このため、1,4-ジオキサンにつ

いては、この注水による地下水への還流分を推算し、表４－４に示した。なお、ベンゼン等

は、注水には含有されていないことを確認している。 

 

 

②  化学処理 

化学処理は小区画ごとに薬剤注入を行っていることから、小区画(10✕10m)での地下水量

を求め、薬剤注入前後の汚染物質濃度の変化から次式により算出した。なお、薬剤注入後の

汚染物質濃度としては、薬剤の効果がなくなった状態で測定値を採用している。整理結果を

表４－2　揚水浄化による実除去量

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

集水井 2657 1548 183 2818 20891 47355 0.056 0.033 0.0039 0.06 0.44

揚水井⑥ 0.25 0.094 0.58 46 71 273 0.001 0.000 0.0021 0.17 0.26

揚水井⑪ 3.9 12 15 2235 3250 8114 0.000 0.001 0.0018 0.28 0.40

揚水井⑬ 0 0 0.21 11 111 224 0.000 0.000 0.0009 0.047 0.50

揚水井⑯ 0 0 0.88 469 1406 2118 0.000 0.000 0.0004 0.22 0.66

揚水井⑯-3 0 0 7.0 1499 4416 6738 0.000 0.000 0.0010 0.22 0.66

揚水井⑯-6 2.9 0 15 1981 3501 7265 0.000 0.000 0.0021 0.27 0.48

揚水井⑯-9 1.2 0 11 1491 4173 7458 0.000 0.000 0.0015 0.20 0.56

揚水井㉒ 0 0 0.54 1616 1526 3357 0.000 0.000 0.0002 0.48 0.45

揚水井㉓ 5.2 3.0 5.5 1043 1479 4405 0.001 0.001 0.0013 0.24 0.34

揚水井㉕ 0 0 0.42 13 8718 5627 0.000 0.000 0.0001 0.002 1.5

揚水井㉖ 0 0 0 24 97 241 0.000 0.000 0.0000 0.10 0.40

揚水井㉗ 0 0 1.4 1026 5134 9312 0.000 0.000 0.0002 0.11 0.55

揚水井㉘ 0 0 0.60 647 1227 2403 0.000 0.000 0.0002 0.27 0.51

揚水井㉙ 0 0 1.1 308 2944 5775 0.000 0.000 0.0002 0.053 0.51

揚水井㉙（南側） 0 0 1.3 143 5381 5456 0.000 0.000 0.0002 0.026 0.99

揚水井㉙（北側） 0 0 0.51 41 2496 2350 0.000 0.000 0.0002 0.017 1.1

揚水井㉛ 0 0.47 0 92 502 1454 0.000 0.000 0.0000 0.064 0.35

揚水井㉜ 0 0 0 38 532 1139 0.000 0.000 0.0000 0.033 0.47

揚水井㉝ 10 3.5 5.5 388 2357 4126 0.002 0.001 0.0013 0.094 0.57

揚水井㉝（南側） 2.1 0 8.4 96 9771 7285 0.000 0.000 0.0011 0.013 1.3

揚水井㊱ 0.31 0 0 135 5329 10238 0.000 0.000 0.0000 0.013 0.52

揚水井㊶ 30 6.0 16 284 5904 11392 0.003 0.001 0.0014 0.025 0.52

合計 2713 1573 274 16445 91217 154105 － － － － －
※揚水浄化による実除去量(g)=∑｛揚水井(集水井)の汚染物質濃度（mg/L）×揚水量（㎥）｝

※汚染物質濃度の平均値は、実除去量を総揚水量で除して求めている。（汚染物質濃度の平均値(mg/L)=実除去量(g)/総揚水量(㎥)）

地点
実除去量（g） 総揚水量

(㎥）
汚染物質濃度の平均値(mg/L）

実除去量は、定期的に測定した揚水井の汚染物質濃度と揚水量から上記の式により求めている。なお、揚水量は流量計による実測値であり、揚水井の汚染物質濃
度は定期的な測定のため、その測定日から次の測定日までの間は濃度が同じであるとしている。

表４－３　ウェルポイントによる実除去量

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

ウェルポイント⑥ － － － 92 593 2678 － － － 0.034 0.22

ウェルポイント⑪ － － － 1083 4819 17545 － － － 0.062 0.27

ウェルポイント⑫ － － － 294 1319 7235 － － － 0.041 0.18

ウェルポイント⑬ － － － 1228 3219 12766 － － － 0.096 0.25

ウェルポイント⑯ － － － 272 1864 6393 － － － 0.043 0.29

ウェルポイント⑰ － － － 537 4052 15533 － － － 0.035 0.26

ウェルポイント⑱ － － － 1000 4988 16809 － － － 0.060 0.30

ウェルポイント㉓ － － － 222 877 2791 － － － 0.080 0.31

合計 － － － 4728 21731 81750 － － － － －

※ウェルポイントによる実除去量(g)=∑{ウェルポイントの汚染物質濃度（mg/L）×揚水量（㎥）}

※汚染物質濃度の平均値は、実除去量を総揚水量で除して求めている。（汚染物質濃度の平均値(mg/L)=実除去量(g)/総揚水量(㎥)）

地点
実除去量（g） 揚水量

(㎥）
汚染物質濃度の平均値(mg/L）

実除去量は、定期的に測定したウェルポイントの汚染物質濃度と揚水量から上記の式により求めている。なお、揚水量は流量計による実測値であり、ウェルポイント
の汚染物質濃度は定期的な測定のため、その測定日から次の測定日までの間は濃度が同じであるとしている。

表４－４　注水による還流量

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

注水 － － － － 26130 112150 － － － － 0.23

※注水による還流量(g)=∑{注水の汚染物質濃度（mg/L）×注水量（㎥）}

※汚染物質濃度の平均値は、還流量を総注水量で除して求めている。（汚染物質濃度の平均値(mg/L)=還流量(g)/総注水量(㎥)）

地点
還流量（g） 総注水量

(㎥）
汚染物質濃度の平均値(mg/L）

還流量は、定期的に測定した注水の汚染物質濃度と注水量から上記の式により求めている。なお、注水量は流量計による実測値であり、注水の汚染物質濃度は定
期的な測定のため、その測定日から次の測定日までの間は濃度が同じであるとしている。



9 

表５－１～表５－５に示す。 

 

化学処理による実除去量(g)={注入前の汚染物質濃度（mg/L）－注入後の汚染物質濃度

（mg/L））×地下水量（㎥） 

 

 

表５－１　化学処理による実除去量（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ）

注入前 注入後 注入前 注入後
B+30,2+20 0.0～8.7 261 0.020 0.008 5 2 3
B+30,2+30 0.0～8.7 261 1.6 0.014 418 4 414
B+40,2+10 5.7～10.7 150 0.13 0.017 20 3 17
B+40,2+20 0.0～6.7 201 0.061 0.015 12 3 9
B+40,2+30 1.7～6.7 150 0.096 0.000 14 0 14
B+40,2+40 1.7～6.7 150 0.087 0.023 13 3 10
C,2+10 3.7～10.7 210 0.025 0.009 5 2 3
C,2+20 0.7～10.7 300 0.099 0.013 30 4 26
C,2+30 1.7～7.7 180 0.049 0.006 9 1 8
C,2+40 4.7～7.7 90 0.28 0.015 25 1 24
C,3 0.0～10.7 321 0.006 0.005 2 2 0

C+10,2+10 11.0～14.7 261 － － － － －
C+10,2+20 11.0～14.7 261 － － － － －
C+10,2+30 1.7～13.7 360 0.045 0.008 16 3 13
C+20,2+10 9.7～16.7 261 － － － － －
C+20,2+20 9.7～16.7 210 0.021 0.004 4 1 4
C+20,2+30 9.7～13.7 120 0.077 0.007 9 1 8

②-1 0.0～3.0 90 － － － － －
②-4 0.0～7.8 234 0.081 0.038 19 9 10
②-5 0.0～5.8 174 0.006 0.005 1 1 0
②-7 0.0～0.5 15 0.065 0.000 1 0 1
②-8 0.0～8.5 255 0.27 0.061 69 16 53
②-9 0.0～7.2 216 0.49 0.008 106 2 104
㉚-1 0.0～7.5 225 － － － － －
㉚-2 0.0～9.6 288 － － － － －
㉚-3 0.0～12.9 387 － － － － －
㉚-5 0.0～4.1 123 － － － － －
㉚-6 0.0～8.6 258 － － － － －

合計 － － － － 778 56 722

※化学処理による実除去量(g)=（注入前の汚染物質濃度（mg/L）－注入後の汚染物質濃度（mg/L））×地下水量（㎥）
※地下水量（㎥）=小区画面積100（㎥）×対策深度（m）×空隙率30%

汚染物質量（g） 実除去量
（g）

小区画
対策深度
(T.P.-m)

地下水量
（㎥）

汚染物質濃度(mg/L）

表５－２　化学処理による実除去量（1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ）

注入前 注入後 注入前 注入後
B+30,2+20 0.0～8.7 261 － － － － －
B+30,2+30 0.0～8.7 261 0.21 0.10 55 26 29
B+40,2+10 5.7～10.7 150 0.30 0.080 45 12 33
B+40,2+20 0.0～6.7 201 0.26 0.099 52 20 32
B+40,2+30 1.7～6.7 150 0.45 0.000 68 0 68
B+40,2+40 1.7～6.7 150 0.31 0.075 47 11 35
C,2+10 3.7～10.7 210 0.10 0.28 21 59 -38
C,2+20 0.7～10.7 300 0.30 0.11 90 33 57
C,2+30 1.7～7.7 180 0.51 0.040 92 7 85
C,2+40 4.7～7.7 90 1.3 0.066 117 6 111
C,3 0.0～10.7 321 － － － － －

C+10,2+10 11.0～14.7 261 0.53 0.27 138 70 68
C+10,2+20 11.0～14.7 261 0.30 0.14 78 37 42
C+10,2+30 1.7～13.7 360 0.94 0.055 338 20 319
C+20,2+10 9.7～16.7 261 0.38 0.14 99 37 63
C+20,2+20 9.7～16.7 210 0.66 0.098 139 21 118
C+20,2+30 9.7～13.7 120 0.91 0.13 109 16 94

②-1 0.0～3.0 90 － － － － －
②-4 0.0～7.8 234 － － － － －
②-5 0.0～5.8 174 0.12 0.078 21 14 7
②-7 0.0～0.5 15 － － － － －
②-8 0.0～8.5 255 0.22 0.054 56 14 42
②-9 0.0～7.2 216 － － － － －
㉚-1 0.0～7.5 225 0.28 0.13 63 29 34
㉚-2 0.0～9.6 288 0.82 0.18 236 52 184
㉚-3 0.0～12.9 387 0.32 0.35 124 135 -12
㉚-5 0.0～4.1 123 1.8 0.24 221 30 192
㉚-6 0.0～8.6 258 2.9 0.33 748 85 663

合計 － － － － 2957 732 2225

※化学処理による実除去量(g)=（注入前の汚染物質濃度（mg/L）－注入後の汚染物質濃度（mg/L））×地下水量（㎥）
※地下水量（㎥）=小区画面積100（㎥）×対策深度（m）×空隙率30%

小区画
対策深度
(T.P.-m)

地下水量
（㎥）

汚染物質濃度(mg/L） 汚染物質量（g） 実除去量
（g）
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表５－３　化学処理による実除去量）（ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ）

注入前 注入後 注入前 注入後
B+30,2+20 0.0～8.7 261 0.002 0.017 1 4 -4
B+30,2+30 0.0～8.7 261 0.72 0.000 188 0 188
B+40,2+10 5.7～10.7 150 0.000 0.028 0 4 -4
B+40,2+20 0.0～6.7 201 0.000 0.003 0 1 -1
B+40,2+30 1.7～6.7 150 － － － － －
B+40,2+40 1.7～6.7 150 0.024 0.011 4 2 2
C,2+10 3.7～10.7 210 － － － － －
C,2+20 0.7～10.7 300 0.000 0.008 0 2 -2
C,2+30 1.7～7.7 180 0.058 0.013 10 2 8
C,2+40 4.7～7.7 90 0.037 0.036 3 3 0
C,3 0.0～10.7 321 0.001 0.098 0 31 -31

C+10,2+10 11.0～14.7 261 0.000 0.004 0 1 -1
C+10,2+20 11.0～14.7 261 － － － － －
C+10,2+30 1.7～13.7 360 0.000 0.042 0 15 -15
C+20,2+10 9.7～16.7 261 0.000 0.001 0 0 0
C+20,2+20 9.7～16.7 210 0.025 0.006 5 1 4
C+20,2+30 9.7～13.7 120 0.000 0.003 0 0 0

②-1 0.0～3.0 90 － － － － －
②-4 0.0～7.8 234 － － － － －
②-5 0.0～5.8 174 0.000 0.000 0 0 0
②-7 0.0～0.5 15 － － － － －
②-8 0.0～8.5 255 － － － － －
②-9 0.0～7.2 216 0.10 0.001 22 0 21
㉚-1 0.0～7.5 225 － － － － －
㉚-2 0.0～9.6 288 － － － － －
㉚-3 0.0～12.9 387 － － － － －
㉚-5 0.0～4.1 123 － － － － －
㉚-6 0.0～8.6 258 － － － － －

合計 － － － － 233 69 164

※化学処理による実除去量(g)=（注入前の汚染物質濃度（mg/L）－注入後の汚染物質濃度（mg/L））×地下水量（㎥）
※地下水量（㎥）=小区画面積100（㎥）×対策深度（m）×空隙率30%

汚染物質量（g） 実除去量
（g）

小区画
対策深度
(T.P.-m)

地下水量
（㎥）

汚染物質濃度(mg/L）

表５－４　化学処理による実除去量（1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ）

注入前 注入後 注入前 注入後
B+30,2+20 0.0～8.7 261 0.016 0.031 4 8 -4
B+30,2+30 0.0～8.7 261 0.51 0.000 133 0 133
B+40,2+10 5.7～10.7 150 0.000 0.029 0 4 -4
B+40,2+20 0.0～6.7 201 0.000 0.008 0 2 -2
B+40,2+30 1.7～6.7 150 － － － － －
B+40,2+40 1.7～6.7 150 0.094 0.005 14 1 13
C,2+10 3.7～10.7 210 － － － － －
C,2+20 0.7～10.7 300 0.000 0.019 0 6 -6
C,2+30 1.7～7.7 180 0.045 0.007 8 1 7
C,2+40 4.7～7.7 90 0.063 0.005 6 0 5
C,3 0.0～10.7 321 0.000 0.022 0 7 -7

C+10,2+10 11.0～14.7 261 0.000 0.018 0 5 -5
C+10,2+20 11.0～14.7 261 － － － － －
C+10,2+30 1.7～13.7 360 0.000 0.009 0 3 -3
C+20,2+10 9.7～16.7 261 0.000 0.004 0 1 -1
C+20,2+20 9.7～16.7 210 0.010 0.048 2 10 -8
C+20,2+30 9.7～13.7 120 0.000 0.009 0 1 -1

②-1 0.0～3.0 90 － － － － －
②-4 0.0～7.8 234 － － － － －
②-5 0.0～5.8 174 0.025 0.000 4 0 4
②-7 0.0～0.5 15 － － － － －
②-8 0.0～8.5 255 － － － － －
②-9 0.0～7.2 216 2.8 0.000 605 0 605
㉚-1 0.0～7.5 225 － － － － －
㉚-2 0.0～9.6 288 － － － － －
㉚-3 0.0～12.9 387 － － － － －
㉚-5 0.0～4.1 123 － － － － －
㉚-6 0.0～8.6 258 － － － － －

合計 － － － － 776 49 727

※化学処理による実除去量(g)=（注入前の汚染物質濃度（mg/L）－注入後の汚染物質濃度（mg/L））×地下水量（㎥）
※地下水量（㎥）=小区画面積100（㎥）×対策深度（m）×空隙率30%

小区画
対策深度
(T.P.-m)

地下水量
（㎥）

汚染物質濃度(mg/L） 汚染物質量（g） 実除去量
（g）
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③  掘削除去 

掘削除去も化学処理と同様、小区画ごとに行ったことから、小区画ごとに実除去量を求め

ている。 

区画⑨と⑭の一部の掘削除去では、当該分の地下水量とを求め、深度別地下水調査結果の

汚染物質濃度の平均値から、その土壌中の地下水をすべて除去したと仮定して次式により算

出した。なお、濃度の平均値は、区画⑨、⑭-6の深度別調査を H30.5.30～H30.7.12に実施

しており、地点により異なるが１～4検体の平均から求めている。整理結果を表６－１に示

す。 

 

掘削による実除去量(g)= 

深度別地下水調査結果の汚染物質濃度の平均値（mg/L）×地下水量（㎥） 

 

一方、地下水濃度を計測していない掘削除去の区画⑥、⑱及び⑯のそれぞれ一部について

は、深度別の土壌溶出量試験結果の汚染物質濃度の平均値を用い、その土壌から地下水に溶

出していると仮定して次式により算出した。なお、濃度の平均値は、区画⑥-7、8、⑱-4、

⑯-6の深度別の土壌溶出量試験を R2.6.16～R2.7.2に実施しており、地点により異なるが 2

～35検体の平均から求めている。整理結果を表６－２に示す。 

 

 

掘削による実除去量(g)= 

深度別の土壌溶出量試験結果の汚染物質濃度の平均値（mg/L）×土壌重量（ｔ）×10 

表５－５　化学処理による実除去量（ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ）

注入前 注入後 注入前 注入後
B+30,2+20 0.0～8.7 261 0.0046 0.0047 1 1 0
B+30,2+30 0.0～8.7 261 0.025 0.0000 7 0 7
B+40,2+10 5.7～10.7 150 0.0002 0.0022 0 0 0
B+40,2+20 0.0～6.7 201 0.0000 0.0013 0 0 0
B+40,2+30 1.7～6.7 150 0.0075 0.0002 1 0 1
B+40,2+40 1.7～6.7 150 0.055 0.0007 8 0 8
C,2+10 3.7～10.7 210 － － － － －
C,2+20 0.7～10.7 300 0.0000 0.0013 0 0 0
C,2+30 1.7～7.7 180 0.0059 0.0007 1 0 1
C,2+40 4.7～7.7 90 0.0092 0.0000 1 0 1
C,3 0.0～10.7 321 0.0006 0.0004 0 0 0

C+10,2+10 11.0～14.7 261 0.0004 0.0078 0 2 -2
C+10,2+20 11.0～14.7 261 0.015 0.0003 4 0 4
C+10,2+30 1.7～13.7 360 0.0002 0.0009 0 0 0
C+20,2+10 9.7～16.7 261 0.0000 0.0030 0 1 -1
C+20,2+20 9.7～16.7 210 0.0017 0.0006 0 0 0
C+20,2+30 9.7～13.7 120 0.0002 0.0004 0 0 0

②-1 0.0～3.0 90 0.0012 0.0053 0 0 0
②-4 0.0～7.8 234 0.11 0.016 26 4 22
②-5 0.0～5.8 174 0.066 0.0028 11 0 11
②-7 0.0～0.5 15 － － － － －
②-8 0.0～8.5 255 0.020 0.018 5 5 1
②-9 0.0～7.2 216 0.27 0.0004 58 0 58
㉚-1 0.0～7.5 225 － － － － －
㉚-2 0.0～9.6 288 － － － － －
㉚-3 0.0～12.9 387 － － － － －
㉚-5 0.0～4.1 123 － － － － －
㉚-6 0.0～8.6 258 － － － － －

合計 － － － － 124 15 109

※化学処理による実除去量(g)=（注入前の汚染物質濃度（mg/L）－注入後の汚染物質濃度（mg/L））×地下水量（㎥）
※地下水量（㎥）=小区画面積100（㎥）×対策深度（m）×空隙率30%

汚染物質量（g） 実除去量
（g）

小区画
対策深度
(T.P.-m)

地下水量
（㎥）

汚染物質濃度(mg/L）
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（２）実除去量の算定 

集水井による揚水浄化を開始した平成 31年１月から排水基準を達成後の令和３年８月まで

の約３年間に渡る地下水浄化対策ごとの実除去量を表７に示す。表３に示した推定除去量との

比較を図２に掲載する。 

水に溶けやすい 1,4-ジオキサンは、主に揚水浄化により推定除去量の 99.0％の 96.5kg 除

去された。一方で、注水により約 26kgが地下水に還流されており、前述した地下水浄化の達

成度の低さに影響を与えているものと推測される。また、ベンゼンの実除去量は推定除去量

の 80.0％の 38.5kg、トリクロロエチレンのそれは推定除去量の 87.7％の 3.7kgとなった。こ

れらに対しては、ここに掲げた対策以外に真空吸引や自然揮散、微生物分解等もあり、推定除

去量が上回ったものと推察される。 

表６－１ 掘削による実除去量（地下水調査結果から算出）

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

⑨-1 0.000 0.007 0.0010 0.54 6.5 580 174 0 1 0 93 1137
⑨-2 0.000 0.018 0.021 0.21 3.4 600 180 0 3 4 38 606
⑨-3 0.000 0.003 0.0000 0.012 1.6 590 177 0 0 0 2 274
⑨-4 0.000 0.002 0.0000 0.14 29 250 75 0 0 0 11 2158
⑨-5 0.015 0.095 0.032 16 11 550 165 2 16 5 2642 1892
⑨-6 0.001 0.019 0.0093 0.070 1.7 420 126 0 2 1 9 220
⑨-7 0.000 0.000 0.0000 0.050 3.5 250 75 0 0 0 4 263
⑨-8 0.005 0.15 0.311 0.29 5.0 390 117 1 17 36 33 585
⑨-9 0.000 0.000 0.0040 0.14 0.27 250 75 0 0 0 11 20
⑭-6 0.002 0.003 0.0000 0.032 4.1 250 75 0 0 0 2 305

合計 － － － － － － － 3 41 47 2845 7459
※掘削による実除去量(g)=
深度別地下水調査結果の汚染物質濃度の平均値（mg/L）×地下水量（㎥）

※地下水量（㎥）=掘削した土壌量（㎥）×空隙率30%

地下水量
(㎥）

実除去量
小区画

地下水調査結果の汚染物質濃度の平均値(mg/L） 土壌量
(㎥）

表６－２ 掘削による実除去量（土壌溶出量試験結果から算出）

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

⑥-7 0.000 0.000 0.0000 0.067 － 100 160 0 0 0 107 －
⑥-8 0.000 0.000 0.0000 0.067 － 200 320 0 0 0 215 －
⑱-4 0.013 0.022 0.0000 0.65 － 200 320 40 69 0 2080 －

⑯-6
（浅い層） 0.044 0.009 0.0000 0.54 － 720 1152 512 104 0 6205 －
⑯-6
（深い層） 0.020 0.008 0.0000 0.51 0.00 640 1024 205 80 0 5225 28

合計 － － － － － － － 757 252 0 13832 28
※掘削による実除去量(g)=
深度別土壌溶出量試験結果の汚染物質濃度の平均値（mg/L）×土壌重量（ｔ）×10

※土壌重量（ｔ）=掘削した土壌量（㎥）×比重1.6

小区画
土壌溶出量試験結果の汚染物質濃度の平均値(mg/L） 土壌量

(㎥）
土壌重量
（ｔ）

実除去量（g）

表６－３ 掘削による実除去量（合計）

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

⑨-1 0 1 0 93 1137
⑨-2 0 3 4 38 606
⑨-3 0 0 0 2 274
⑨-4 0 0 0 11 2158
⑨-5 2 16 5 2642 1892
⑨-6 0 2 1 9 220
⑨-7 0 0 0 4 263
⑨-8 1 17 36 33 585
⑨-9 0 0 0 11 20
⑭-6 0 0 0 2 305
⑥-7 0 0 0 107 －
⑥-8 0 0 0 215 －
⑱-4 40 69 0 2080 －

⑯-6
（浅い層） 512 104 0 6205 －
⑯-6
（深い層） 205 80 0 5225 28

合計 761 293 47 16677 7487

小区画
実除去量（g）
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また、ここでの実除去量の推算では、土壌から地下水へ溶出した汚染物質の除去を基にし

ているため、土壌への吸着等により溶出していない汚染物質の除去については推算に含まれ

ていない。このため、化学処理や掘削による汚染物質の除去効果は今回の推算結果より高い

ものと考えられる。 

 

表７ 地下水浄化対策ごとの実除去量(kg) 

汚染物質 
揚水浄化 

注水分※ 化学処理 掘削除去 合計 
集水井 揚水井 ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 2.8 13.6 4.7 0 0.72 16.7 38.5 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 20.9 70.3 21.7 -26.1 2.2 7.5 96.5 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 2.7 0.056 － － 0.16 0.76 3.7 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1.5 0.025 － － 0.73 0.29 2.5 

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.18 0.091 － － 0.11 0.047 0.43 

※注水分とは簡易地下水処理施設で処理された水を主にウェルポイントの注水として処分地内に還流させたこ

とからマイナスとなっている。 

 

３．これまでの地下水浄化の達成度の評価 

今回、推定除去量と積極的対策前の汚染物質総量との比から浄化の達成度を概算した結果、77.4

～97.8％の汚染物質が除去され、概ね、平均的な濃度は環境基準の４倍以下まで浄化が進んでいる

と推測できる。一方、地下水浄化対策ごとの実除去量の推算では、ベンゼン、1,2-ジクロロエチレ

ン及びクロロエチレンにおいて推定除去量とかなりの乖離があった。その原因としては、ベンゼン

では大気中への揮散や微生物による分解による影響が考えられ、その他の有機塩素系化合物では、

浄化対策として主に化学処理や掘削除去を行っており、こうした対策の場合には土壌吸着分の除去

算定がなされていないことも影響をしているものと考えられる。 
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４．区画ごとの最大濃度による評価 

処分地全域での各区画について、その最大濃度の排水基準及び環境基準の超過した区画数の経

時的な変化を表８並びに図３に示す。なお、Ｄ測線西側は、第 14回地下水検討会（R2.10.25開催）

において、地下水計測点を２地点選定しており、そのうちの高い濃度を採用して排水基準及び環境

基準の超過状況を判断した。 

地下水浄化対策を行う前は 70％の区画で排水基準を超過していたが、浄化対策の進展に合わせ

て着実に超過区画数は減少しており、直近ではすべての区画で排水基準を満足している。 

一方、環境基準に対しては、浄化対策の実施前では 91％の区画で環境基準を超過していたが、

直近では環境基準の超過区画数は 48％まで低下している。 

さらに、積極的対策前と後の区画ごとの濃度分布を図４に示す。積極的対策前の濃度は、Ｄ測線

西側では小区画のうちの最大濃度とし、その他の区画でも深度別の測定値の最大濃度を採用して

いる。また、積極的対策後の濃度では、観測井を設置していない１３区画については、地下水浄化

対策前の濃度と同じとした。 

 

対策後の図でみると、ベンゼンでは北海岸付近に環境基準を超過した区画が多く存在し、1,4-ジ

オキサンでは豊島処分地の中心付近に環境基準の超過が認められる。豊島処分地の山側から海側

に向かって着実に浄化が進んでいることが推測される。 
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表８ 処分地全域での排水基準及び環境基準を超過した区画数及びその割合 

調査日 

排水基準 環境基準 

排水基準値を超過

した区画数 

割合(超過区画数

／全体区画数)(%) 

環境基準値を超過

した区画数 

割合(超過区画数／

全体区画数)(%) 

Ｈ30.1 

(汚染領域調査当時) 
31／44 70 40／44 91 

R1.5 21／44 48 31／44 70 

R1.11 18／44 41 29／44 66 

R2.1 15／44 34 30／44 68 

R2.2 17／44 39 29／44 66 

R2.3 14／44 32 29／44 66 

R2.4 15／44 34 29／44 66 

R2.5 16／44 36 29／44 66 

R2.6 14／44 32 29／44 66 

R2.7 13／44 30 26／44 59 

R2.8 13／44 30 28／44 64 

R2.9 12／44 27 30／44 68 

R2.10   7／44 16 30／44 68 

R2.11   5／44 11 28／44 64 

R2.12   2／44 5 27／44 61 

R3.1   2／44 5 27／44 61 

R3.2   8／44 18 27／44 61 

R3.3前半※   2／44 5 27／44 61 

R3.3後半   2／44 5 29／44 66 

R3.4前半※   1／44 2 28／44 64 

R3.4後半   2／44 5 28／44 64 

R3.5前半※   1／44 2 28／44 64 

R3.5後半   0／44 0 27／44 61 

R3.6前半※   0／44 0 24／44 55 

R3.6後半   0／44 0 24／44 55 

R3.7前半※   0／44 0 23／44 52 

R3.7後半   0／44 0 20／44 45 

R3.8※   0／44 0 21／44 48 

※一部の区画のみ調査を行っているため、調査を行っていない区画は、直近の調査結果を使用した。 

 

図３ 排水基準及び環境基準を超過した区画の割合の経時変化
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（a）積極的な浄化対策前      （b）積極的な浄化対策後 

   

※積極的な浄化対策前のＤ測線西側の濃度は、小区画のうちの最高濃度、その他の区画は深度別での最高濃度とした。 

※積極的な浄化対策後のＤ測線西側の濃度は、地下水計測点を２地点選定しており、そのうちの高い方の濃度で評価し、低い濃度を括弧書きで表記した。 

図４ 積極的な地下水浄化対策前後の区画ごとの汚染物質濃度分布の変化
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　凡例

　■：排水基準値の10倍超過

　■：排水基準超過

　■：環境基準超過

　■：観測井がないため、積極的な浄化対策前の調査の最高濃度とした区画
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５.今後の対応 

上述したように、令和３年８月の積極的な地下水浄化対策後の計測では、対策前の状態で排水基準を下回って

いた 13 区画については対象としていない。これらの区画では、周辺での浄化対策も進み、また清浄な雨水の浸

透によって自然浄化も行われ、相当程度の浄化が進行しているものと思われる。 

表９では、上述した 13 区画における浄化対策前での５汚染物質の環境基準の超過状況を示している。また、

図５には、各区画で採った浄化対策の種別と上記13区画の環境基準超過の汚染物質数を掲げている。 

今後、適切な時期(例えば追加的対策の終了後)に表９に示す３区画において、浄化対策前の最大濃度の深度で

浄化の程度を計測・確認し、浄化の達成度の算定に反映させるとともに処分地全域での環境基準の達成の確認に

資することとする。 

 

表９ 積極的対策後（R3.8）に計測しておらず、同対策前に環境基準を超えている区画に対する確認計測地点の選定 

Ｒ３.８に計測し

ていない区画 

汚染物質（環境基準を超過：○） 
選定の考慮点 

ﾍ゙ﾝｾ゙ﾝ 1,4-ｼ゙ｵｷｻﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼ゙ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

①       

③ ○ ○  ○ ○ 

・４物質で環境基準超過 
・⑦⑧と比べ概して汚染物質濃度が高い。 
・周辺では揚水、化学処理、掘削の対策を実施している。 
・近隣の⑦⑧を含めた代表として 

④       

⑤       

⑦ ○   ○  ・③で代表させる。 

⑧  ○    ・③で代表させる。 

⑩ ○ ○  ○  

・3物質で環境基準超過 
・⑮⑲と比べ概して汚染物質濃度が高い。 
・周辺では化学処理、掘削の対策を実施している。 
・近隣の⑮⑲を含めた代表として 

⑭       

⑮  ○    ・⑩で代表させる。 

⑲ ○ ○    ・⑩で代表させる。 

㉟  ○    ・㊴で代表させる。 

㊴ ○ ○    

・２物質で環境基準超過 
・㉟㊸と比べ汚染物質濃度が高い。 
・周辺で揚水、化学処理の対策を実施している。 
・近隣の㉟㊸の代表として 

㊸ ○ ○    ・㊴で代表させる。 

注）黄色：環境基準の超過区画 橙色：今後の計測予定区画（環境基準の超過区画でもある） 

緑色：環境基準以下 

 
図５ 各区画における浄化対策の種別と13区画のうちの環境基準超過の汚染物質数 



○水 第 23 回 Ⅱ／５ 

令和４年２月 18 日 

 

令和４年度における環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方針 

 

１．概要 

豊島廃棄物等処理施設撤去等事業における環境計測及び周辺環境モニタリングについては、

豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会や豊島処分地地下水・雨水等対策検討会におけ

る審議・了承を踏まえ、計測項目や計測頻度等について見直しを行ってきた。 

今回、第Ⅱ期豊島内施設撤去関連工事の進捗状況を基に、令和４年度の環境計測及び周辺

環境モニタリングにおける計測地点及び計測頻度について、以下のとおり見直し、別紙のと

おり実施することとしたい。 

 

２．見直しの方針 

別紙に示す計測地点及び計測頻度の見直しの方針は下記のとおりである。なお、「令和５年

度以降（産廃特措法の延長期限以降）における環境計測及び周辺環境モニタリングの実施に

ついての基本方針」（第 11 回フォローアップ委員会資料 11・Ⅱ／８）に基づき、環境計測は

令和４年度で終了する。 

 

（１）「１．環境計測」の区分「水質（放流水関連）」については、貯留トレンチを除き、令和

３年度に「計測地点」となっている対象施設が供用停止されたため、環境計測を終了する。 

（２）「１．環境計測」の区分「水質（放流水関連）」の計測地点「貯留トレンチ」では、「豊島

処分地の水管理マニュアル」（第 13 回フォローアップ委員会 R3.12.22 策定）に基づき、

計測地点を追加し、検査項目等を修正する。 

（３）「２．周辺環境モニタリング」の区分「水質」の計測地点「周辺地先海域３地点」では、

水質汚濁に係る環境基準について大腸菌群数が大腸菌数に見直される（R4.4.1施行）こと

に伴い、計測項目を見直す。なお、排水基準については見直されていないことから、「海岸

感潮域３地点」について変更はない。 

（４）「２．周辺環境モニタリング」の区分「水質」の計測地点「西揚水井」では、令和３年度

に「計測地点」となっている対象施設が供用停止されたため、周辺環境モニタリングを終

了する。 

（５）「２．周辺環境モニタリング」の区分「生態系」の「アマモ場５地点 ガラモ場３地点」

では、令和３年度の遮水機能の解除前のモニタリングに続き、解除後のモニタリングを令

和４年度に実施する。 
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令和４年度における環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方針（案） 

 

１．環境計測 

区分 計測地点 計測項目 計測頻度 変更理由 

水 質 

(放流水関連) 

沈砂池１ 水素ｲｵﾝ濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、溶解性鉄、

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

年１回（夏）※１※２ 令和３年度に対象施設が供用

停止されたため、環境計測を

終了する。 沈砂池２ 水素ｲｵﾝ濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、溶解性鉄、

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

年１回（夏）※２ 

北揚水井 水素ｲｵﾝ濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、n-ﾍｷｻﾝ抽出

物質（油分等）、ﾌｪﾉｰﾙ類、溶解性鉄、溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ、全窒素、全燐、砒素及

びその化合物、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、硝酸性窒素,亜硝酸性窒素及びｱﾝﾓﾆｱ性窒素、1,4-

ｼﾞｵｷｻﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

年４回※２ 

(地下水調査時) 

令和３年度に対象施設が供用

停止されたため、環境計測を

終了する。 

貯留トレンチ・ 

新貯留トレンチ・

浸透池 

水素ｲｵﾝ濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、n-ﾍｷｻﾝ抽出

物質（油分等）、ﾌｪﾉｰﾙ類、亜鉛、溶解性鉄、溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ、全窒素、全燐、

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、硝酸性窒素,亜硝酸性窒

素及びｱﾝﾓﾆｱ性窒素、1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類※１ 

放流や処理を実施

する都度※２ 

「豊島処分地の水管理マニュ

アル」に基づき、計測地点を

追加し、検査項目等を修正す

る。 

高度排水処理施設

の原水調整槽 

ﾆｯｹﾙ 年１回（春）※２ 令和３年度に対象施設が供用

停止されたため、環境計測を

終了する。 高度排水処理施設 

放流水 

水素ｲｵﾝ濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS) 連続※２ 

水素ｲｵﾝ濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、n-ﾍｷｻﾝ抽出

物質（油分等）、ﾌｪﾉｰﾙ類、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ、ｸﾛﾑ、大腸

菌群数、全窒素、全燐、水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物、ｱﾙｷﾙ水銀

化合物、ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物､ｼｱﾝ化合物、有機燐化合物、鉛及びその化

合物､六価ｸﾛﾑ化合物、砒素及びその化合物、PCB、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁ

ﾚﾝ、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴ

ﾁﾚﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ﾁｳﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ、ﾁ

ｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ､ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｾﾚﾝ及びその化合物、ﾎｳ素、ﾌｯ素、硝酸性窒素,亜硝酸性

窒素及びｱﾝﾓﾆｱ性窒素、1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

年１回（春）※２ 

水素ｲｵﾝ濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛ

ｴﾁﾚﾝ、ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

月１回以上※２ 

活性炭吸着塔の 

排出口 

水素ｲｵﾝ濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛ

ｴﾁﾚﾝ、ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

月１回以上※２ 

凝集膜分離装置の 

排出口 

浮遊物質量(SS)、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 処理対象とする原

水が変わる都度※２ 

水 質 

(地下水関連) 

北海岸１地点 

（F1 西） 

西海岸２地点 

（A3、B5） 

 

水素ｲｵﾝ濃度 (pH)､生物化学的酸素要求量 (BOD)、化学的酸素要求量

(COD)､n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)､全窒素､全燐､ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物､鉛

及びその化合物､砒素及びその化合物、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸ

ﾛﾛｴﾀﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾎｳ素、1,4-ｼﾞ

ｵｷｻﾝ、塩化物ｲｵﾝ、電気伝導率、ﾆｯｹﾙ、ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ 

年２回（夏,冬） 変更なし 

※１ 沈砂池１から流出する水を採水する。また、夏季以外においても降雨の状況によって満水になる期間が 1 週間以上続く場合は、臨時に計測を実施する。 

※１ 「豊島処分地の水管理マニュアル」（第 13 回フォローアップ委員会 R3.12.22 策定）に基づき、揚水等が化学処理の酸化剤の影響を受けている場合には、

溶出のおそれのある金属類についても検査を実施する。 

※２ 放流水関連の環境計測は、「豊島廃棄物等処理事業の今後の主な調査等の概要」（第 41 回豊島廃棄物等管理委員会）に基づき、対象施設が撤去又は供用停

止されるまで実施する。 
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２．周辺環境モニタリング 

区分 計測地点 計測項目 計測頻度 変更理由 

水  質 周辺地先海域 

３地点 

水素ｲｵﾝ濃度(pH)､化学的酸素要求量(COD)､溶存酸素量(DO)､n-ﾍｷｻﾝ

抽出物質(油分等)､大腸菌群数大腸菌数､全窒素､全燐、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄ

ﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼ

ｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ、塩化物ｲｵﾝ、全

亜鉛、ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ、ｱﾝﾁﾓﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

年１回（夏） 水質汚濁に係る環境基準の大

腸菌群数が大腸菌数へ見直さ

れることに伴い、計測項目を

変更する。 

海岸感潮域 

３地点 

水素ｲｵﾝ濃度(pH)､化学的酸素要求量(COD)､n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分

等)､大腸菌群数､全窒素､全燐､ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物､鉛及びその化

合物、砒素及びその化合物、PCB、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼﾞｸﾛﾛﾒ

ﾀﾝ、四塩化炭素、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｾﾚﾝ及び

その化合物､硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ、塩化物ｲｵﾝ、

全亜鉛、ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ、ｱﾝﾁﾓﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

年２回（夏,冬）※３ 変更なし 

西揚水井 ｱﾙｷﾙ水銀化合物、水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物、ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び

その化合物､鉛及びその化合物､六価ｸﾛﾑ化合物、砒素及びその化合

物、ｼｱﾝ化合物、PCB、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛ

ｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀ

ﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ﾁｳﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ、ﾁｵﾍﾞﾝｶ

ﾙﾌﾞ､ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｾﾚﾝ及びその化合物、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ﾎｳ

素、ﾌｯ素、1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

年１回※4 令和３年度に対象施設が供用

停止されたため、周辺環境モ

ニタリングを終了する。 

底  質 周辺地先海域 

２地点 

水素ｲｵﾝ濃度(pH)､化学的酸素要求量(COD)、硫化物､強熱減量､n-ﾍｷｻ

ﾝ抽出物質(油分等)、総水銀､ｶﾄﾞﾐｳﾑ､鉛､砒素､ｼｱﾝ、PCB､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､有機燐化合物、銅､亜鉛､ﾆｯｹﾙ､総ｸﾛﾑ､総鉄､総ﾏﾝｶﾞﾝ、ﾀﾞｲ

ｵｷｼﾝ類 

年１回（夏） 変更なし 

海岸感潮域 

３地点 

化学的酸素要求量(COD)､硫化物､強熱減量､n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分

等)､総水銀､ｶﾄﾞﾐｳﾑ､鉛､砒素､ｼｱﾝ､PCB､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､銅､

亜鉛､ﾆｯｹﾙ､総ｸﾛﾑ､総鉄､総ﾏﾝｶﾞﾝ、有機燐化合物、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

年１回（夏） 変更なし 

生態系 アマモ場５地点 

ガラモ場３地点 

藻類の繁茂状況（生育密度、葉条長）、葉上付着動物、葉上付着珪藻、

水温、塩分、透明度、栄養塩類、出現魚類（北海岸アマモ場） 

アマモ場（夏）※５１ 

ガラモ場（冬） 

変更なし 

※３ 令和４年度から遮水機能を解除する予定であるため、計測頻度を増やす。 

※４ 西揚水井の周辺環境モニタリングは、「豊島廃棄物等処理事業の今後の主な調査等の概要」（第 41 回豊島廃棄物等管理委員会）に基づき、当該施設が撤去

又は供用停止されるまで実施する。 

※５１ 生態系の周辺環境モニタリングは、「豊島廃棄物等処理事業の今後の主な調査等の概要」（第 41 回豊島廃棄物等管理委員会）に基づき、遮水機能の解除

の前後に実施する予定であり、表に掲載したものは遮水機能の解除前後の実施分である。 
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令和５年度以降(産廃特措法の延長期限以降)における 

環境計測及び周辺環境モニタリングの実施についての基本方針(案) 

 

１. 概要 

豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会が作成し（H29.10.9）、第２回豊島処分

地地下水・雨水等対策検討会（H29.11.26 開催）で報告した「豊島処分地における地下

水浄化対策等に関する基本的事項」（以下「基本的事項」という。）において、「豊島処

分地の地下水の水質をできる限り速やかに環境基準に到達させ、環境基準達成の確認

をすることを目標とするが、最低でも上記の産廃特措法の延長期限までに、処分地全域

に渡って地下水の水質を排水基準に到達させ、排水基準達成の確認をし、高度排水処理

施設等の撤去や遮水機能の解除、処分地の整地等を完了させるものとする。」とされて

いる。 

産廃特措法の延長期限である令和５年３月まで残り約２年となった。そこでその前

後並びにそれ以降の環境計測及び周辺環境モニタリングの実施についての基本方針を

定めることとする。 

 

２. 環境計測の定義と令和５年度以降の対応 

豊島廃棄物等処理事業並びに同処理施設等撤去事業(以下、本件事業という)におい

て実施してきた「環境計測」は、次のように定義されよう。 

 

環境計測とは、本件処分地内の施設・設備・装置等の稼働や同地内での作業あるいは

同地内からの雨水・地下水の流出による周辺環境への影響の程度を調査するため、施

設・設備・装置等の排気・排水の排出口等や敷地境界、さらには敷地境界に近い地点で

の地下等で行われる大気・水質・騒音・振動・臭気に関する定期的な計測をいう。 

 

これまで環境計測については、本件事業の進行に合わせて、計測地点や計測項目、計

測頻度等に関し数次の見直しを行ってきた。令和５年度以降には、さらに大きな変更が

予定される。すなわち、令和５年度までに本件処分地全域において地下水の排水基準の

達成が確認され、自然浄化に移行し、また遮水機能の解除工事やその後の処分地の整地

工事も終了する予定となっている。したがって、それ以降には処分地内での施設・設

備・装置等の稼働はなく、同地内での作業も行われない。残るのは雨水・地下水の流出

による影響のみであり、これは地下水の浄化の調査として環境基準の到達、さらにはそ

の達成に向けて計測が行われることになる。  

したがって、令和５年度以降では環境計測を終了することとする。なお、本件処分地

からの流出雨水については整地が清浄な土壌で行われることから汚染の問題はない。 

 

３. 周辺環境モニタリングの定義と令和５年度以降の対応 

一方、周辺環境モニタリングについては、次のように定義されよう。 

資料１１・Ⅱ／８ 

令和３年３月２５日

５

C20-2145
テキストボックス
 参考１
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周辺環境モニタリングとは、豊島廃棄物等処理事業並びに同処理施設撤去等事業に関

し、それらの事業の開始前並びに実施期間中及び終了後に行われる計測であって、周

辺地先海域や海岸感潮域の水質と底質の調査や大気汚染に関する最大着地点の濃度調

査である。加えて、周辺地先海域の藻場や生物等に関する生態系の調査も実施する。

両事業の実施の効果や実施に伴う影響を検討するために、原則として定期的に実施す

る。 

 

上述したように、周辺環境モニタリングは本件事業の効果や影響を検討するために

定点観測として行ってきた。したがって、豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の終了後

にも周辺環境モニタリングは実施する(この文書では、豊島廃棄物等処理施設撤去等事

業は令和 4 年度で終了すると想定しており、その後も地下水の環境基準の達成まで何

らかの事業が実施される)。特に遮水機能の解除の影響の把握は重要であり、同工事の

前後で周辺地先海域での藻場及び生物に関する生態系の調査を実施する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島廃棄物等処理施設撤去等事業 

豊島処分地の水管理マニュアル 

 

 

 

  

C20-2167
テキストボックス
 参考２



 

 

＜目次＞ 

 

 

Ⅰ  主 旨 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 

Ⅱ  基本的な考え方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 

Ⅲ  維持管理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 

1 通常時の管理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 

2  荒天時の管理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3 

 

 

 

 

 

 

【修正履歴】 

 

年 月 日 摘    要 審 議 等 

R3.12.22 第 13 回フォローアップ委員会 マニュアルの策定 

   

   

   



 1 

Ⅰ  主旨 

1  本マニュアルは、排水基準の達成の確認後の豊島処分地における水管理が適切に行われ

るよう、維持管理手法等を取りまとめたものである。 

 

2  本マニュアルの対象となる水は、以下のとおりである。 

・揚水井、観測井等から揚水した地下水（揚水） 

・遮水壁や集水井等の撤去工事において発生した湧水 

・浸透池、貯留トレンチ等に貯留した揚水、湧水等 

・処分地内部及び周辺部に降った雨水 

 

Ⅱ  基本的な考え方 

1  処分地の水管理については、通常時及び以下に示す荒天時において、地下水、湧水その

他汚染のおそれがあり管理が必要な水（以下、「管理水」という。）を適切に管理し、表１

に示す豊島処分地の水管理における放流時の管理基準（以下、「管理基準」という。）に適

合しない水が海域へ流出することがないよう実施する。なお、管理水は汚染のおそれのな

い雨水と分けて管理する必要がある。 

注）管理基準は、「豊島廃棄物等処理施設撤去等事業高度排水処理施設運転・維持管理マニ

ュアル」(第 3 回フォローアップ委員会 H30.3.24 改訂・第 9 回同委員会 R02.8.28 最終

改訂)に定める「高度排水処理施設の管理基準」を基に定めており、排水基準項目とニッ

ケルが定められている。 
 

○荒天時：土庄町に「暴風警報」が発表された場合（以下「強風時」という。）又は｢大雨注

意報｣「大雨警報」が発表されたとき及び廃棄物対策課において梅雨等の長雨により処分

地内に大量の出水が予想されると判断した場合（以下「異常降雨時」という。）等、荒天

が予想される場合。 

注)上記の「荒天時」の定義は、「豊島廃棄物等処理施設撤去等事業 暫定的な環境保全措

置の施設等に関する維持管理マニュアル」(第 4 回フォローアップ委員会 H30.9.23 改訂・

第 7 回同委員会 R01.9.15 最終改訂)による。 

 

2  通常時において留意が必要な主な管理水に、追加的浄化対策（リバウンド発生時はリバ

ウンド対策）による揚水、及び工事に伴う湧水があり、荒天時においては貯留されている

管理水等がある。また、雨水については通常時は地下水の自然浄化の促進に活用し、荒天

時は処分地への流入量を調整する必要がある。 

 

3  管理水については、浸透池等からの地下浸透を実施し、浸透量が確保できない場合等に

は、場外への放流を実施する。なお、異常降雨時には、事前に浸透池等の貯留量を減らし

て余裕を確保するとともに、異常降雨等により万が一管理水が浸透池等から流出した場合

には、採水して分析結果を後日報告する。 

 

4  処分地内部に降った雨水の一部は地表から地下浸透し、浸透しなかった雨水は沈砂池を

経由して場外に排出される。処分地周辺部等に降った雨水は、外周排水路を経由して貯留

トレンチ、新貯留トレンチ、浸透池等に貯留した後、浸透池、揚水・注水井、井戸側等に

導水し、地下水浄化の促進のため、地下浸透又は注水等に使用する。なお、異常降雨時に

は、貯留トレンチ等への導水を停止し、外周排水路から場外に排出する。 
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図１ 雨水の管理のイメージ（通常時） 

 

Ⅲ  維持管理 

1 通常時の管理 

【廃棄物対策課】 

常に気象情報の把握に努めるとともに、以下のとおり管理水の管理を実施、又は請負者に

指示する。 

 

(1) 浸透池等からの地下浸透 

管理水の地下浸透を実施する場合は、発生場所から浸透池、井戸側等に導水する。導水

する管理水は「処分地全域での地下水における環境基準の到達及び達成の確認マニュアル」

に規定する計測項目５物質1の濃度を把握するとともに、必要に応じて、散水、曝気等を実

施し、濃度を低下させた上で浸透させる。 

なお、浸透池は、可能な限り管理水の発生場所周辺に設置することとする。 

 

 

図２ 管理水の管理のイメージ（浸透池等からの地下浸透） 

 

(2) 場外への放流 

管理水の放流を実施する場合は、貯留トレンチ、新貯留トレンチ、浸透池等にて一時貯

留し、貯留水の水質が表１に示す管理基準に適合していることを確認2した上で放流す

る。貯留水の水質が管理基準に適合していない又はそのおそれがある場合は、浸透池等に

おいて散水、曝気等を実施し、その後、水質が管理基準に適合していることを確認した上

で放流する。 

なお、放流にあたっては、排水ポンプ、送水管、外周排水路等を利用して、北海岸もし

くは西海岸から放流する。 

 

                             
1 ベンゼン、1,4-ジオキサン、トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン及びクロロエチレン 

2 管理基準に定める項目のうち、５物質、pH、COD、n-Hex、溶解性鉄、溶解性マンガン、窒素含有量、燐含有

量については必ず測定し、その他発生形態等から基準値を超過するおそれのない項目については検査を省略

することができるものとする。なお、揚水等が化学処理の酸化剤の影響を受けている場合には、溶出のおそ

れのある金属類についても検査を実施する。 
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図３ 管理水の管理のイメージ（場外への放流） 

 

【請負者】 

請負者は、処分地での作業日毎に１回又はそれ以外には週１回以上場内を巡回し、別紙「処

分地チェック表」を用いて貯留トレンチ等の水位の監視及び設備の点検等を行い、その都度、

結果を廃棄物対策課へ報告する。 

また、廃棄物対策課の指示に従い、排水ポンプの稼働や送水管の設置等の作業を行う。 

 

 

2 荒天時の管理 

【廃棄物対策課】 

気象状況データから判断し強風、異常降雨等の荒天が予想される場合には、請負者による

監視強化を図るとともに、必要な場合は事前に職員を派遣し、現地の状況の把握に努める。

また、状況に応じて以下の対応を実施、又は請負者に指示する。 

 

(1) 事前の対応 

・浸透池等の貯留量を減らして余裕を確保し、必要に応じて貯留トレンチや他の浸透池等

へ管理水を導水する。 

・管理水の水質を測定・把握し、雨水の流入により管理水が浸透池等から流出した場合で

も、原則として管理基準の超過が起こらないよう運用する。 

・外周排水路に設置された切り欠きを閉鎖し、処分地周囲からの雨水の流入抑制策を講じ

る。 

 

(2) 荒天時の対応 

・雨水が浸透池等へ流入しないように管理するとともに、処分地内部に降った雨水は沈砂

池を経由して場外に排出する。 

 

(3) 事後の対応 

・雨水の流入により万が一管理水が浸透池等から流出した場合は、浸透池等に残った管理

水を採水し、分析結果を後日報告する。 

・万が一処分地が冠水等して、管理水と雨水が混合した場合は、場外への放流の規定に基

づき、水質を確認した上で溜まり水を放流する。 

 

【請負者】 

廃棄物対策課の要請に応じ、廃棄物対策課と密に連絡を取りながら、別紙「処分地チェッ
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ク表」を活用して貯留トレンチ等の水位の監視及び設備の点検等を行う。また、安全に注意

しながら、廃棄物対策課の指示する対応を実施する。ただし、請負者自身が危険と判断した

場合は、作業を中止して安全な場所に避難し、廃棄物対策課へ連絡する。 
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表１ 豊島処分地の水管理における放流時の管理基準 

項 目 単 位 基準値 

健 

康 

項 

目 

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.03 

シアン化合物 mg/L 1 

有機隣化合物（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びEPNに限る｡） mg/L 1 

鉛及びその化合物 mg/L 0.1 

六価クロム化合物 mg/L 0.5 

砒素及びその化合物 mg/L 0.1 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/L 0.005 

アルキル水銀化合物 mg/L 検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル mg/L 0.003 

トリクロロエチレン mg/L 0.1 

テトラクロロエチレン mg/L 0.1 

ジクロロメタン mg/L 0.2 

四塩化炭素 mg/L 0.02 

1,2-ジクロロエタン mg/L 0.04 

1,1-ジクロロエチレン mg/L 1 

シスｰ 1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.4 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L 3 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.06 

1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.02 

チウラム mg/L 0.06 

シマジン mg/L 0.03 

チオベンカルブ mg/L 0.2 

ベンゼン mg/L 0.1 

セレン及びその化合物 mg/L 0.1 

ほう素及びその化合物 mg/L 230 

ふっ素及びその化合物 mg/L 15 

ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 mg/L 100 

1,4-ジオキサン mg/L 0.5 

生 

活 

環 

境 

項 

目 

水素イオン濃度（pH） － 5.0～9.0 

生物化学的酸素要求量（BOD） mg/L 30 

化学的酸素要求量（COD） mg/L 30 

浮遊物質量（SS） mg/L 50 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） mg/L 5 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） mg/L 30 

フェノール類含有量 mg/L 5 

銅含有量 mg/L 3 

亜鉛含有量 mg/L 2 

溶解性鉄含有量 mg/L 10 

溶解性マンガン含有量 mg/L 10 

クロム含有量 mg/L 2 

大腸菌群数 個/cm3 3000 

窒素含有量 mg/L 120 

燐含有量 mg/L 16 

そ

の

他 

ニッケル mg/L 0.1 

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 10 
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 別 紙  

処 分 地 チェック 表 

区    分 チェック項目 

貯留トレンチ 

新貯留トレンチ 

浸透池 

井戸側 

・管理水の流出がないか。 

・貯留水の水位が適切か。 

・水位の著しい上昇又は下降がないか。 

揚水井 

観測井（観測井から

揚水している場合） 

排水ポンプ 

送水管 

・ポンプが稼働しているか。 

（動作音があるか） 

・送水管から管理水が漏れていないか。 

・決められた箇所に揚水されているか。 

工事中の掘削現場 

外周排水路 

沈砂池 

・湧水・雨水等が溢れていないか。 

・壊れているところあるいはその恐れがある

ところはないか。 

 

荒天時の追加事項 

・雨の状況 

・風の状況 

・処分地内の溜まり水の状況 

・外周排水路の堰の状況 

 

 

（連絡先） 

（昼間）廃棄物対策課 ：TEL 087-832-3228、3225 

（夜間・休日）廃棄物対策課長又は課長が指定する職員 

（携帯）○○○-○○○○-○○○○ 
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別図１ 浸透池等の配置図（地下水浄化対策実施時の例） 
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別図２ 浸透池等の配置図（撤去工事の実施時の例） 



 

 

【第 41回豊島廃棄物等管理委員会資料 41・Ⅱ／８の別紙４の抜粋】 

豊島廃棄物等処理事業の今後の主な調査等の概要 

場所等 区  分 内  容 

スケジュール 

備  考 
28 年度 29 年度 地下水浄化中 

地下水浄化 

確認後 

豊島 

環境計測 

水質 

沈砂池 1 放流の都度実施（年 1 回は全項目） ◯ ◯ ◯ 
対象施設撤去又は 

供用停止まで 
 

沈砂池 2 年 4回実施（年 1回は全項目） ◯ ◯ ◯ 
対象施設撤去又は 

供用停止まで 
 

高度排水処理施設の排出口 年 1回実施（pH、COD、SSは連続） ◯ ◯ ◯ 
対象施設撤去又は 

供用停止まで 
 

北揚水井 

西揚水井 
年 4回実施 ◯ ◯ ◯ 

対象施設撤去又は 

供用停止まで 
 

貯留トレンチ 年 2回実施 ◯ 
対象施設撤去又は 

供用停止まで 
   

高度排水処理施設の原水調整槽 月 1回実施（ﾆｯｹﾙのみ） ◯ ◯ ◯ 
対象施設撤去又は 

供用停止まで 
 

凝集膜分離装置の排出口 処理対象水が変わる都度実施（SS、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ） ◯ ◯ ◯ 
対象施設撤去又は 

供用停止まで 
 

活性炭吸着塔の排出口 稼働中に 1回実施（COD、pH） ◯ ◯ ◯ 
対象施設撤去又は 

供用停止まで 
 

地下水 
観測井等で定期的に水質調査を実施して地下水浄化状況

を確認。地点により年 2～6 回実施 
◯ ◯ ◯ 

地下水浄化の

確認まで 
 

大気汚染 敷地境界 年 1回実施（SPM,SO2,NOx,CO,有害物質 等） ◯ △    

騒音 敷地境界 年 1回実施 ◯ △    

振動 敷地境界 年 1回実施 ◯ △    

悪臭 敷地境界 年 1回実施 ◯ △    

周辺環境 

モニタリング 

水質・底質 
周辺地先海域 水質は年 4回、底質は年 1回実施 ◯ ◯ 当分の間   

海岸感潮域 水質は年 4回、底質は年 1回実施 ◯ ◯ 当分の間   

生態系 アマモ場・ガラモ場 藻類の繁茂状況等の確認調査 ◯   ◯ 前回は 20年度に実施 

専用桟橋

の点検 

目視調査 

潜水調査等 
豊島桟橋 

「港湾構造物の維持・補修マニュアル」に従って定期的に

劣化・損傷状況を調査する。一般点検は 2年に 1回、詳細

点検は 5 年に 1 回実施 

◯ ◯ ◯ 
対象施設撤去又は 

供用停止まで 
 

直島 

環境計測 

大気汚染 

敷地境界 年 1回実施（SPM,SO2,NOx,CO,Ox 等） ◯     

煙突 
年 6回実施（ばいじん,SOx,NOx,HCl 等） 

年 2回実施（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類） 
◯     

水質 雨水集水設備の排出口 年 1回実施（大雨が長く続き雨水を海域へ排出する場合） ◯     

騒音 敷地境界 必要に応じて適宜実施 ◯     

振動 敷地境界 必要に応じて適宜実施 ◯     

悪臭 敷地境界 必要に応じて適宜実施 ◯     

周辺環境 

モニタリング 

大気汚染 敷地境界（最大着地点） 年 1回実施（SPM,SO2,NOx,CO,有害物質 等） ◯     

水質・底質 周辺地先海域 年 1回実施 ◯     

土壌 最大着地点 数年に 1 回実施（3 年を目安） ◯     

専用桟橋

の点検 

目視調査 

潜水調査等 
直島桟橋 

「港湾構造物の維持・補修マニュアル」に従って定期的に

劣化・損傷状況を調査する。一般点検は 2年に 1回、詳細

点検は 5 年に 1 回実施 

◯     

海上 

輸送 

周辺環境 

モニタリング 
水質・底質 周辺海域 年 1回実施 ◯     

溶融スラグ 

性状の把握 品質試験 モルタルバー法（年 2 回）、迅速法、化学法等 ◯     

アルカリ骨材反応に

よる劣化症状の確認 

施工後 10 年程度経過したコン

クリート構造物 
外観調査、コア採取、コア外観観察等 調査対象構造物や頻度等は未定（詳細は今後検討） これまで 25,27 年度に実施 
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2021/12/22 

豊島住民会議からの地下水検討会への 

「環境基準達成の確認方法に関する意見書」に対する見解  

 

豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会  

委員長  永田  勝也         

 

 2021 年 12 月 12 日付で、廃棄物対策豊島住民会議より標記の書面を提出した旨の通知を

受けた。内容としては豊島処分地の地下水に関する問題であるが、フォローアップ委員会が判

断すべき事項もあるため、これに対する対応として以下の委員長の見解を示す。 

 

1． 意見 1：ホットスポットにおける環境基準の達成確認の要請について  

① 現在、ホットスポット (地下水の局所的汚染源 )に対しては、ＨＳ－⑯、ＨＳ－㉚及びＨＳ－

Ｄ西の 3区画において、「排水基準の達成後の地下水浄化に対する基本的対応」 (第 12

回フォローアップ委員会 (R3.8.19Web 開催 )承認 )【以下、「基本的対応」という】で定めら

れた内容の対策、すなわち『追加的浄化対策』を実施している。 

② これらの地点での排水基準の達成の確認にあたって県が提出した申請書には、(1)ＨＳ

－⑯を含む区域⑥⑪⑫⑯⑰㉑、 (2)ＨＳ－㉚を含む区域㉔㉕㉙㉚㉞及び(3)ＨＳ－Ｄ西を

含む区画 D 測線西側のそれぞれについて、「なお、排水基準の達成の確認後も可能な

限り浄化対策を継続し、さらなる汚染物質濃度の低下を図る。」との記載がある。この内

容を含めて排水基準の達成が第 19 回地下水検討会 (R3.7.31Web 開催 )で確認され、

第 12 回フォローアップ委員会 (R3.8.19Web 開催 )において、その状況が報告され、了承

された。 

③ 上記の排水基準の達成の確認後の可能な限りの地下水浄化対策は、上述の基本的

対応での『追加的浄化対策」であり、そこではこの追加的対策を「排水基準の達成の確

認後に、環境基準の達成の促進のため、必要に応じて局所的な汚染源に対して実施す

る地下水浄化対策をいう。南山側雨水による浸透池等を活用した自然浄化の促進策も

これに含める。」としている。 

④ また基本的対応では、追加的浄化対策を原則として遅くとも整地の開始までには終了

するとしているが、その要件については、今後地下水検討会で審議され、フォローアップ

委員会に答申・決定されるものと考える。 

⑤ 豊島処分地全域での地下水の環境基準の達成は、「処分地全域での地下水における

環境基準の到達及び達成の確認マニュアル」 (第 12 回フォローアップ委委員会

(R3.8.19Web 開催 )承認 )に基づき、確認することになる。 

⑥ 上記マニュアルは追加的対策の実施の経緯等も勘案して定められており、確認対象と

する地下水計測点 (以下の区画の中央 )は、以下のようにホットスポットにも配慮して選

定されている。すなわち、標記意見 1 の要請はすでに実現されている。  

・区画⑪：HS-⑯によるベンゼン等の汚染区画の代表地点かつ地下水の流れの下流側

の地点  
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・区画㉚：HS-㉚による 1,4-ジオキサン等の汚染区画の上流側の代表地点  

・区画㉛：HS-㉚による 1,4-ジオキサン等の汚染範囲の下流側の代表地点かつ地下水

の流れの下流側の地点  

・Ｄ測線西側（B+40,2+30）：HS-Ｄ西によるトリクロロエチレン等の汚染区画の代表地点  

⑦ 豊島処分地での地下水の浄化は、2017 年 3 月の豊島からの廃棄物等の搬出完了を

受けて本格的に実施された。その後も、新たに廃棄物等が発見され、対応を行ってきた

が、その内容は次のとおりである。  

・廃棄物あるいは廃棄物が混入した汚染土壌：汚染の状況を確認し、性状に応じて適

正処理が可能な産業廃棄物処理施設で処理・処分  

・汚染土壌：質・量により、(1)掘削したうえでの洗浄処理、(2)原位置での浄化  

⑧ 上述したホットスポットに対する追加的浄化対策は、地下水のみならず、一部は汚染土

壌に対する対策となっているものであるが、対応は上記の (2)の原位置での浄化対策で

ある。 

 

2． 意見 2：環境基準の達成における全 43 区画での確認の要請について 

① フォローアップ委員会は、豊島廃棄物等処理施設撤去等事業を実施する香川県に対

して、専門家として指導・助言・評価・決定を行うことを目的としている。  

② ここでの専門家に求められる姿勢は、以下のように理解する。すなわち、専門的な技

術・知識・経験を最大限に活用して、現在と過去のデータ・資料等を解析し、その内容

と質について直接的な関係者のみならず、県民や県議会、ひいては国民さらには将来

の世代に対しても責任ある合理的な判断を示すことにある。  

③ 先にも触れた「処分地全域での地下水における環境基準の到達及び達成の確認マニュ

アル」のフォローアップ委員会での決定は、上記の専門家の姿勢の基でなされたものと

確信している。 

④ したがって、豊島処分地全域での地下水の環境基準の達成の確認は、このマニュアル

で十分であると考えるが、今回のフォローアップ委員会で審議予定の「豊島処分地にお

ける地下水浄化の達成状況に関する評価」にもあるように、積極的な地下水浄化対策

の実施以降に観測していない区画について、その代表区画を計測することで浄化の進

展の確認を行いたいと考えている。詳細については、本年度末か来年度はじめのフォロ

ーアップ委員会に諮ることとしたい。  

⑤ なお、現状では積極的な地下水浄化対策の実施以降に観測していない区画について

は、観測井が存在していない。 

 


